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はじめに 

 

神埼市では、令和５年３月に第２次神埼市総合計画

（後期基本計画）を策定し、「幸せつなごう かんざき」

を将来像とし、実現に向けた取り組みを推進している

ところです。 
 

男女共同参画においても、平成 22 年に「神埼市男

女共同参画基本計画・ＤＶ被害者支援計画」、平成 27

年に「第２次神埼市男女共同参画基本計画・ＤＶ被害

者支援計画」、令和２年に「第３次神埼市男女共同参画

基本計画・ＤＶ被害者支援計画・女性の活躍推進計画」

を策定し、男女共同参画社会の実現に向け、目標を掲

げて総合的かつ計画的な施策の実施に取り組んでまいりました。 
 

現在、日本は少子高齢化や人口減少、デジタル化社会への対応やジェンダー平等に向

けた世界的な潮流、多様性の尊重など、私たちを取り巻く環境は近年大きく変化し続け

ており、人々の価値観や生活スタイルも多様化しています。 

このような変化に対応しながら、地域や社会の活力を高め、持続的な発展を図ってい

くために、性別に関わりなく誰もが個性と能力を十分に発揮することができる男女共同

参画社会の実現が求められています。 
 

このような状況を踏まえ、これまでの第３次計画に掲げられた基本理念の考え方を継

承しつつ、さらなる男女共同参画の推進を図るため「第４次神埼市男女共同参画基本計

画・ＤＶ被害者支援計画・女性の活躍推進計画」を策定いたしました。 

本計画は、市民意識調査の結果や国・県の動向、さらには本市におけるこれまでの成

果と課題を検証した結果を反映したものであり、本市の男女共同参画社会づくりの新た

な指針となるものです。 
 

今後は、本計画に基づき、市民一人ひとりが個性や能力を十分に発揮できるまちづく

りを進めてまいります。そのためにも、行政だけでなく市民や事業者、関係団体などの

皆様との連携・協力が不可欠です。より一層のご理解とご協力をお願いいたします。 
 

最後に、本計画の策定にあたり、市民意識調査、パブリックコメントなどにご協力い

ただきました多くの市民の皆様並びにご尽力くださいました神埼市男女共同参画審議

会の委員の皆様に心から厚く感謝申し上げます。 

 

令和７年３月 

神埼市長  實松 尊徳
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第１章 計画の概要 

１ 計画策定の趣旨 

男女共同参画社会とは、男女が個人として尊重され、性別に関わりなく自己の能力を自らの
意思に基づいて発揮でき、あらゆる分野に対等な立場で参画し、ともに責任を負う社会です。 

我が国においては、1999 年（平成 11 年）に男女平等の実現に向けた取組をより進めるとと
もに、少子高齢化や経済情勢の変化に対応するため、男女が性別に関係なく個性と能力を十分
に発揮できる社会を実現することを目的とし、「男女共同参画社会基本法」が施行されました。 

同法では、「少子高齢化の進行等、我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していくため
に、男女共同参画社会の実現は、21 世紀の我が国社会を決定する最重要課題であり、社会のあ
らゆる分野において男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を推進することが重要であ
る」とし、市町村に対しては、当該市町村における男女共同参画社会の形成の促進に関する基
本的な計画である「市町村男女共同参画計画」の策定を努力義務として定めています。 

その後も、国は男女平等の実現に向けて法整備を行い、2001 年（平成 13 年）に制定された
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（DV 防止法）では、市町村に配偶
者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な計画を定めるよう求めています。 

2016 年（平成 28 年）４月には、女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を
発揮し、活躍できる環境を整備することを目的とした、「女性の職業生活における活躍の推進
に関する法律（女性活躍推進法）」が全面的に施行されました。 

また、2020 年（令和２年）12 月には、人口減少社会の本格化やジェンダー平等に向けた世
界的な潮流などを背景に、政策・方針決定過程への女性の参画拡大、地域活動における女性の
活躍・男女共同参画など 11 の個別分野を設けた「第５次男女共同参画基本計画」が閣議決定
されました。 

神埼市では、令和２年３月に令和６年度を目標年度とする「第３次神埼市男女共同参画基本
計画・DV 被害者支援計画・女性の活躍推進計画」を策定し、各分野における男女共同参画、
DV の防止及び被害者への支援、女性の参画拡大、男女の人権の尊重などに取り組んできまし
た。 

本計画は、「第３次神埼市男女共同参画基本計画・DV 被害者支援計画・女性の活躍推進計画」
の計画期間が令和６年度で終了することから、社会経済情勢の変化や法制度の拡充を踏まえ、
男女共同参画社会の実現に向けた施策を更に総合的、計画的に推進していくことを目的として
「第４次神埼市男女共同参画基本計画・DV 被害者支援計画・女性の活躍推進計画」を策定す
るものです。 
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２ 近年の男女共同参画の動向 

（１）国の動向 

①「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」の成

立・改正 

平成 27 年８月に「女性活躍推進法」が成立し、女性が職業生活において、その希望に
応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性に対する採用、昇進
等の機会の積極的な提供及びその活用が行われること」などを基本原則とし、国・地方公
共団体、一部企業に対し、女性の活躍に関する状況把握・課題分析とそれを解決するにふ
さわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定等が義務付けられました。 

令和元年には、一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大などによる女性活躍の推進、
パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務等の新設などハラスメ
ント対策の強化などが盛り込まれた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
等の一部を改正する法律」が成立、公布されました。 

 
②「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」公布・施行 

平成 30 年度に、衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数をで
きる限り均等にすることを目指すことなどを基本原則として、公布・施行され、国・地方
公共団体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞれの候補者の数について目標を定め
るなど、自主的に取り組むよう努めることなどが定められています。 

令和３年６月には、「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正
する法律」が施行され、政党その他の政治団体の取組の更なる促進や、セクハラ・マタハ
ラ等への対応といった国・地方公共団体の施策の強化等について新たに定められました。 

 
③「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの防災・復興ガ

イドライン～」策定 

大規模災害が相次ぐ中、内閣府は災害対応における意思決定過程への女性の参画の確
保や男女のニーズの違いへの配慮等へ対応するためにガイドラインを策定し、各都道府
県・政令指定都市に対して、本ガイドラインに基づく取組を促進するよう求めています。 

 
④「第５次男女共同参画基本計画」の閣議決定 

令和２年 12 月に「第５次男女共同参画基本計画」が閣議決定され、人口減少社会の本
格化やジェンダー平等に向けた世界的な潮流などを背景に、政策・方針決定過程への女
性の参画拡大、女性に対する暴力の根絶など 11 の個別分野を設け、これら 11 分野及び
推進体制の整備・強化について、それぞれ令和 12 年度末までの「基本認識」並びに令和
７年度末までを見通した「施策の基本的方向」及び「具体的な取組」を定めるとともに、
「具体的な取組」の実施により達成を目指す「成果目標」が設定されました。 
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第５次男⼥共同参画基本計画 
 

【目指すべき社会の姿】 
①男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様性に

富んだ活力ある持続可能な社会 
②男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会 
③仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生活、

家庭生活を送ることができる社会 
④あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、ＳＤＧｓで掲げら

れている包括的かつ持続可能な世界の実現と軌を一にした取組を行い、国際社
会と協調する社会  

 
【第５次計画の政策分野】 

Ⅰ あらゆる分野に 
おける女性の 
参画拡大 

〇政策・方針決定過程への女性の参画拡大 
〇雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和 
〇地域における男女共同参画の推進 
〇科学技術・学術における男女共同参画の推進 

Ⅱ 安全・安心な 
暮らしの実現 

〇女性に対するあらゆる暴力の根絶 
〇男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に対する

支援と多様性を尊重する環境の整備 
〇生涯を通じた健康支援 
〇防災・復興、環境問題における男女共同参画の推進 

Ⅲ 男女共同参画 
社会の実現に 
向けた基盤の 
整備 

〇男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備 

〇教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革、理解の促進 

〇男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献 
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（２）県の動向 

佐賀県は、男女共同参画社会の実現に向けて、平成 13 年３月に、「佐賀県男女共同参画
基本計画」を策定し、以後、定期的に計画の改定を行いながら男女共同参画を計画的に推
進してきました。 

同年 10 月には「佐賀県男女共同参画推進条例」を制定し、男女共同参画の推進に関す
る基本理念や県・県⺠・事業者の責務、基本的施策等を定めています。 

具体的な取り組みとして、講演会やセミナーの実施による地域や政策方針決定過程への
女性の参画促進、企業における男性労働者の育児休業取得の促進等を実施しています。 

令和３年３月には、新たに「第５次佐賀県男女共同参画計画」を策定し、３つの基本方
向と９つの重点目標を掲げ、男女共同参画社会の実現に向けた取組を推進しています。 

 
 

 

第 5 次佐賀県男⼥共同参画基本計画 

 
（基本方向１） 男女共同参画推進の基盤づくり 

   重点目標（１） 男女共同参画について男女双方の意識の形成 
   重点目標（２） 幼少期からの男女共同参画について男女双方の意識の形成 
  
（基本方向２） 安全・安心に暮らすことができる社会づくり 

重点目標（３） 男女間のあらゆる暴力の根絶 
重点目標（４） 生涯を通じた男女の健康支援 
重点目標（５） 生活に困難を抱えたあらゆる人が安心して暮らせる支援と 

多様性を尊重する環境の整備 
重点目標（６） 防災・復興における男女共同参画の推進 

  
（基本方向３） 女性が活躍し、男女がともに参画する社会づくり 

   重点目標（７） 女性の活躍推進と男性の意識改革・行動変革 
   重点目標（８） 政策・方針決定過程への女性の参画の推進 
   重点目標（９） 仕事と家庭・地域生活が両立する環境づくり 
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３ 本計画とＳＤＧｓの関連性 

ＳＤＧｓとは、持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）の略で、平成 27 年
に国連で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ（行動計画）」の中核とされる
17 のゴールのことです。ＳＤＧｓは、2030 年までに達成を目指す全世界共通の目標とされ、
貧困の撲滅など、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指すことが理念に掲げられています。 

本市においてもＳＤＧｓの理念を踏まえながら、持続可能なまちづくりに向けて様々な取組
を進めています。 

本計画の内容については、ＳＤＧｓの 17 のゴールのうち、下記のゴールに繋がるものです。
本市におけるＳＤＧｓの達成に向けて、本計画の取組を推進します。 

 

 

【本計画に掲げる施策と関連するＳＤＧｓのゴール】 
 

５．ジェンダー平等を実現しよう 

ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る 

 
８．働きがいも経済成長も 

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのあ

る人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する 

 10．人や国の不平等をなくそう 

国内および国家間の格差を是正する 

 11．住み続けられるまちづくりを 

包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する 

 
17．パートナーシップで目標を達成しよう  

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する 
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４ 計画の位置づけ 

○「男女共同参画社会基本法」第 14 条第３項に基づく「市町村男女共同参画計画」とし
て位置づけられるものであり、本市の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総
合的かつ計画的に進めていくための基本計画です。 

○「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」第６条第２項に
基づく「女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画（女性活躍推
進計画）」として位置付けるものです。 

○「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（配偶者暴力防止法）」第２
条の３第 3 項に基づく「市町村基本計画」として位置付けるものです。 

○国の「第５次男女共同参画基本計画」及び県の「第５次佐賀県男女共同参画計画」との
整合性を図りながら策定・推進するものです。 

○「第２次神埼市総合計画」（平成 30 年度〜令和９年度）の個別計画と位置付け、整合性
を図りながら、他の部門別計画とも関連性を持ちながら策定するものです。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 計画の期間 

本計画の計画期間は、令和７年度から令和 1１年度までの５年間とします。ただし、計画期
間中に生じる社会状況の変化や各施策の進捗状況によって、必要に応じて見直しを行います。 

○男女共同参画社会基本法 ◎第 5 次男女共同参画基本計画 
○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

国 

○佐賀県男女共同参画推進条例 ◎第５次佐賀県男女共同参画基本計画

 

第４次 
神埼市男女共同参画基本計画 

神埼市 DV 被害者支援計画 
神埼市女性の活躍推進計画 

○高齢者、障がい者、児童等の福祉分野 
○人権教育、生涯学習等の教育分野 
○⺟子保健、健康増進等の保健分野 等 
〇その他、関連する計画 

部門別計画 

第２次神埼市総合計画  

整 合 

神埼市 

整合性を図りながら策定 

佐賀県 

整 

合 
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６ 計画の策定体制 

（１）神埼市男女共同参画審議会における審議 

本計画の策定にあたっては、学識経験者や関係行政機関の職員、社会活動団体代表、公募
の委員で構成する｢神埼市男女共同参画審議会」において、必要な事項について審議を行い
ました。 

 
 

（２）アンケート調査の実施 

本計画の策定に先立ち、市⺠の男女平等に対する意識、家庭生活や地域活動における男
女共同参画の状況、ＤＶの状況等を把握するために、｢男女共同参画社会の実現に向けた神
埼市⺠意識調査」を実施しました。 

 

調査時期 令和６年９月 
調査対象者 神埼市在住の 18 歳以上の男女の方から無作為抽出 
調査方法 郵送による配布・回収、インターネットによる回答 
配布数 2,000 件 
有効回答数 676 件 
有効回答率 33.8％ 

 
調査対象者数 回収数 回収率 

2,000 人 676 件 33.8％ 

年 

代 

別 

18〜29 歳 307 人 61 人 19.9％ 
30〜39 歳 260 人 64 人 24.6％ 
40〜49 歳 328 人 79 人 24.1％ 
50〜59 歳 348 人 109 人 31.3％ 
60〜69 歳 357 人 153 人 42.9％ 
70〜79 歳 400 人 196 人 49.0％ 

※回収総数には年齢不詳の方が含まれるため、年代別回収数の合計は回収総数と一致しません。 

 
 

（３）パブリックコメントの実施 

計画案を神埼市ホームページ及び窓口で公表し、令和７年 2 月に計画内容に関する意見
募集を行いました。（予定）  
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第２章 男⼥を取り巻く社会情勢の変化 

１ 人口の動向 

① 人口の推移と今後の推計（年齢３区分別） 

本市の人口は年々減少しており、令和２年の国勢調査によると31,022人となっています。
年齢３区分別にみると、年少人口、生産年齢人口は年々減少傾向にある一方、老年人口は増
加傾向となっています。 

 

 
出典：国勢調査（平成 12 年～令和 2年）、国立社会保障・人口問題研究所（令和 7 年～令和 27 年） 
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② 人口ピラミッド 

本市の人口は 70〜74 歳が最も多く、年齢が下がるにつれて人口も減少傾向となっていま
す。 

 
出典：住民基本台帳（令和 6年 1 月 1日） 

２ 世帯数の推移 

本市の世帯数は増加傾向となっており、令和 6 年では 12,379 世帯となっています。1 世
帯当たり人員数は減少傾向にあり、令和 6 年においては 2.46 人となっています。 

 

 
出典：住民基本台帳（各年 1月 1日） 
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３ 外国人の状況 

① 外国人人口の推移 

神埼市における外国人の人口は近年増加傾向となっており、令和６年では 310 人となっ
ています。 

 

出典：総人口：住民基本台帳（各年 1月 1日）・外国人人口：在留外国人統計（各年 6月末）（法務省） 

 

 

②出身国別の外国人人口 

出身国別ではベトナムが最も多く、次いでインドネシア、中国の順となっています。 

 

出典：在留外国人統計（令和 6年 6月）（法務省）
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４ 生涯未婚率の推移 

生涯未婚率は男女ともに増加傾向となっており、令和 2 年では男性が 24.4％、女性が
15.4％となっています。男女ともに全国より低く、県とほぼ同等となっています。 

 

 
 

 
出典：国勢調査 
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５ 合計特殊出生率の状況 

ベイズ推定による平成 30 年〜令和 4 年の合計特殊出生率では 1.54 と、県より低く、全
国より高くなっており、県内では中位となっています。 

 
出典：厚生労働省 平成 30 年～令和 4年 人口動態保健所・市区町村別統計の概況（ベイズ推定） 

 

注）合計特殊出生率については、出生数の少なさに起因する偶然性の影響のため、 数値が不安定となる問題があり、５年間の平均と
して算出することにより、地域間の比較が可能な指標としています。 

注）ベイズ推定：小地域に特有のデータの不安定性を緩和するために、当該市区町村を含むより広い地域である二次医療圏のグループ
の出生、死亡の状況を情報として活用し、これと各市区町村固有の出生、死亡数等の観測データとを総合化して当該市区町村の合
計特殊出生率を推定する手法。 

 
６ 女性の労働力率 

令和 2 年の女性の労働力率の状況を見ると、15 年前と比較して全ての年齢層において労
働力率が高くなっています。また、本市の女性の労働力率は全国より高く、県とほぼ同等と
なっています。 

 
出典：国勢調査 
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７ 従業上の地位の状況 

令和 2 年の従業上の地位の状況を見ると、男性では「正規の職員・従業員」が最も高く
なっており、女性では「パート・アルバイト・その他」が最も高くなっています。 

 

 
出典：国勢調査（令和 2年） 

 

８ 子どもがいる夫婦の共働き世帯割合の推移 

子どもがいる夫婦の共働き世帯割合の推移を見ると、平成 27 年までは全国・県より高く
なっていましたが、令和２年では県とほぼ同等となっています。 

 

 
出典：国勢調査 
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９ 第３次神埼市男女共同参画基本計画の取組状況 

（１）評価方法 

第３次神埼市男女共同参画基本計画における重点目標の各施策について、所管課による実施
状況の点検を行いました。 

 
■評価基準 
個別の取組・事業について５段階評価（Ａ〜Ｅ） 

 評価 

Ａ 当初のイメージどおりかそれ以上に推進ができ、達成率に直すと100％以上 

Ｂ 当初のイメージどおりにほぼ推進ができ、達成率に直すと80〜100％未満 

Ｃ 大まかな推進はできたが一部未対応があり、達成率に直すと50〜80％未満 

Ｄ 一部推進は出来たが、未対応部分の方が多く、達成率に直すと20〜50％未満 

Ｅ 対応または、ほぼ推進ができておらず、達成率に直すと20％未満 

 
（２） 評価結果の総括 

 重点目標 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

基
本
方
向
１ 

１ 幼少期からの男女共同参画の意識づくり 20.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

２ 家庭における男女共同参画の推進 11.1% 77.8% 0.0% 0.0% 11.1% 

基
本
方
向
２ 

３ 男女間のあらゆる暴力の根絶 

（ＤＶ被害者支援計画） 
15.8% 81.6% 2.6% 0.0% 0.0% 

４ 生涯を通じた男女の健康支援 30.0% 50.0% 10.0% 0.0% 10.0% 

５ 生活に困難を抱えた男女が安心して暮らせる

環境づくり 
57.1% 0.0% 28.6% 0.0% 14.3% 

６ 女性視点を反映した地域の防災力向上 22.2% 66.7% 11.1% 0.0% 0.0% 

基
本
方
向
３ 

７ 女性の活躍推進と男性の意識改革・行動変革 7.1% 64.3% 7.1% 14.3% 7.1% 

８ 政策・方針決定過程への女性の参画の推進 0.0% 50.0% 16.7% 33.3% 0.0% 

９ 仕事と家庭・地域生活が両立する環境づくり 9.1% 36.4% 9.1% 0.0% 45.5% 

 
全体（上段：回答した所管課数） 

（下段：構成比） 
19 

17.4％ 
69 

63.3％ 
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8.3％ 
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（３）事業・取組の評価 

重点目標１ 幼少期からの男女共同参画の意識づくり 

評価 A が 20.0％、評価 B が 80.0％となっており、概ね計画通りに取り組めている状況で
す。教育の場における男女共同参画に関する取組では、男女での役割の固定化につながら
ないような配慮を行うなど、様々な取組を工夫して実施している状況です。 

一方、教職員における女性管理職の登用は少しずつ増えているものの、今後も県と連携
しながら更に推進していくことが重要です。 

また、国際化が進む中、多様化する性別や⺠族・国籍を個性として大切にする教育を推進
していくことが必要です。 

 

重点目標２ 家庭における男女共同参画の推進 

評価 A が 11.1％、評価 B が 77.8％、評価 E が 11.1％となっています。性別による固定
的役割分担意識の解消に向けて、男性に向けた講演会や講座の開催などを積極的に展開し
ています。今後も様々な媒体を活用して周知・啓発に取り組むとともに、社会情勢に注視し
ながら講演会や講座の内容の充実に取り組んでいくことが重要です。 

 

重点目標３ 男女間のあらゆる暴力の根絶（ＤＶ被害者支援計画） 

評価 A が 15.8％、評価 B が 81.6％、評価 C が 2.6％となっています。男女間の暴力の根
絶に向けて、各世代に向けた周知・啓発、被害者への支援、関係各課及び関係各所・団体の
ネットワーク整備等を中心に取組を推進しています。 

DV の被害は単なる暴力だけに留まらず、経済的被害や精神的被害など、様々な被害が複
合しています。今後も被害者支援体制の充実や、複合した被害に対応できる相談支援体制
の充実が求められると考えられます。 

 

重点目標４ 生涯を通じた男女の健康支援 

評価 A が 30.0％、評価 B が 50.0％、評価 C が 10.0％となっています。女性特有の健康
課題に対して、周知啓発の機会の創出や子育て世代包括支援センターを中心とした妊娠・
出産・子育て期における支援、各種健診の実施等を中心に事業を展開しています。 

今後もより多くの市⺠が事業を利用することを目指して周知・啓発に努めるとともに、
健診未受診者への受診勧奨を実施するなど、積極的な展開を行うことが重要であると考え
られます。 

 

重点目標５ 生活に困難を抱えた男女が安心して暮らせる環境づくり 

評価 A が 57.1％、評価 C が 28.6％、評価 E が 14.3％となっています。ひとり親家庭に
向けた経済的支援や、誰もが安心して生活できる環境の整備を中心に事業を実施していま
す。今後も、経済的な支援や各福祉サービスのニーズは高まっていくことが予想されます。
相談支援を入り口として、その後に適切なサービスへ円滑に繋ぐなど、連携体制の充実や
サービスの内容の充実が今後も求められると考えられます。また、支援が必要な市⺠に、サ
ービスの内容を認知してもらえるように、周知・広報の更なる充実が必要です。 
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重点目標６ 女性視点を反映した地域の防災力向上 

評価 A が 22.2％、評価 B が 66.7％、評価 C が 11.1％となっています。地域の防災力向
上における女性視点の反映に向けて、防災分野における政策・方針決定過程等に女性の参
画の拡大を図るとともに、避難所運営における女性職員の配置数増加や女性ニーズを反映
した物資の確保など、様々な取組を展開しています。 

他の分野と同様に、防災分野における女性の参画拡大においても、市⺠の理解促進は大
変重要です。今後も周知・啓発に努めるとともに、防災面における環境整備や女性の参画拡
大の重要性を市⺠に広めていく取組を充実していくことが必要です。 

 

重点目標７ 女性の活躍推進と男性の意識改革・行動変革 

評価 A が 7.1％、評価 B が 64.3％、評価 C が 7.1％、評価 D が 14.3％、評価 E が 7.1％
となっています。庁内における女性職員の登用や研修会の実施、市⺠に向けた講演会の実
施や情報提供等は十分に取り組めた一方、女性の就労及び能力開発や「家族経営協定」締結
の推進、女性起業家等への支援については十分に推進できていない状況です。今後もハロ
ーワークや市商工会と連携を密にして、情報提供の更なる推進や支援内容の充実に努める
ことが必要です。 

 

重点目標８ 政策・方針決定過程への女性の参画の推進 

評価 B が 50.0％、評価 C が 16.7％、評価 D が 33.3％となっています。女性の参画促進
に向けた意見交換会や研修会等は取り組めている一方、各分野における政策・方針決定過
程への女性の参画拡大については、大きく向上していない状況です。今後も各種団体との
連携を密にするとともに、周知・啓発活動を推進するなど政策・方針決定過程へ女性が参画
しやすい環境づくりを推進していくことが必要です。 

 

重点目標９ 仕事と家庭・地域生活が両立する環境づくり 

評価 A が 9.1％、評価 B が 36.4％、評価 C が 9.1％、評価 E が 45.5％となっており、計
画通りに実施できていない取組が多くある状況です。子育て支援センター等を活用や放課
後児童対策といった子どもに向けた取組は推進できていますが、企業に向けた啓発や労働
条件改善のための環境整備の推進、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進
等については推進できていない状況です。特に、男女共同参画の推進に向けては、ワーク・
ライフ・バランスの推進は欠かせないことであると考えられます。今後は企業との連携体
制整備を推進するとともに、更なる周知・啓発に取り組んでいくことが必要です。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 神埼市が目指すまちの姿（基本理念） 

第３次神埼市男女共同参画基本計画・DV 被害者支援計画・女性の活躍推進計画では、下記
の基本理念を掲げ、様々な取組を推進してきました。 

 

 
 
本計画の策定にあたっては、国の「第５次男女共同参画基本計画」、佐賀県の「第５次佐賀県

男女共同参画基本計画」との整合性を図るとともに、第３次計画の基本理念の考え方を継承し、
下記を本計画の基本理念として掲げることとしました。 

 

 

①男女共同参画の意識づくり 

男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の差別をなくし、男性も女性も一人の
人間として能力を発揮できる機会を確保します。 

②男女間のあらゆる暴力の排除 

男女間のあらゆる暴力は重大な人権侵害であることを理解し、容認しない社会
の実現に向けて被害者の人権を尊重した適切な対応や支援を推進します。 

③女性の活躍推進 

男女が、社会のパートナーとして、あらゆる分野において方針の決定に参画で
きる機会を確保します。 

１ 誰もが互いのことを認め合うまちの実現 

誰もが性別にかかわりなく、個性と能力を十分に発揮して、それぞれの立場や多
様な生き方を互いに認め合い、手を取り合って生きていくことができるまちを目
指します。 

 

２ 誰もが安心して暮らせるまちの実現 

すべての市⺠の人権が尊重され、生活上の様々な困難を克服し、誰もが安心して
暮らすことができるまちを目指します。 

 

３ 誰もがいきいきと活躍できるまちの実現 

誰もが性別等に関わらず、個性と能力を十分に発揮し、社会のあらゆる分野にお
いて政策や方針決定過程に積極的に参画できるまちを目指します。 
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２ 計画の体系 

本計画の体系は以下の通りです。基本理念を達成するために、基本方向及び重点目標を設定
し、様々な取組を推進していくこととします。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

【基本理念】 

１ 誰もが互いのことを認め合うまちの実現 

２ 誰もが安心して暮らせるまちの実現 

３ 誰もがいきいきと活躍できるまちの実現 

基本方向１ 男女共同参画推進の基盤づくり 

重点目標１ 幼少期からの男女共同参画の意識づくり 

重点目標２ 家庭における男女共同参画の推進 

基本方向２ 安全・安心に暮らすことができる社会づくり 

重点目標３ 男女間のあらゆる暴力の根絶 

重点目標４ 生涯を通じた男女の健康支援 

重点目標５ 生活に困難を抱えた男女が安心して暮らせる環境づくり 

重点目標６ 女性視点を反映した地域の防災力向上 

基本方向３ 女性が活躍し、男女がともに参画する社会づくり

重点目標７ 女性の活躍推進と男性の意識改革・行動変革 

重点目標８ 政策・方針決定過程への女性の参画の推進 

重点目標９ 仕事と家庭・地域生活が両立する環境づくり 

男女共同参画社会の実現 
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第４章 重点目標ごとの取組 

基本方向１ 男⼥共同参画推進の基盤づくり 

男女の個人としての尊厳を重んじ、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮でき
る男女共同参画社会の実現を目指すために、男女双方の意識改革を促進します。また、地域や
職場、家庭における男女共同参画の更なる推進に向けて、意識の啓発や学習機会の提供に努め
ます。 

 
重点目標１ 幼少期からの男女共同参画の意識づくり 

【現状と課題】 

本市では、男女共同参画の意識づくりに向けて幼少期から意識の醸成に向けた取組を推
進しています。 

調査結果を見ると、「様々な分野における男女の地位の平等感」について、「学校教育の
場」では平等との回答が約５割となっている一方、様々な場における男女の平等感につい
て「職場」「政治の場」「社会通念・慣習・しきたりなど」については依然として男性優遇と
の回答が多くあり、固定的な性別役割分担意識や古くからの社会的な慣習が今もなお強く
あることが分かります。 

今後も学校等における人権教育を推進するとともに、各種講演会や研修会の開催、広報
活動を通じて啓発を行い、一人ひとりの人権が尊重され、自分らしく生きることができる
社会を作っていくことが重要です。 
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【様々な分野における男女の地位の平等感】 
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【具体的な取組】 

No. 施 策 内 容 所管課 

１ 

広報・啓発活動の推進 

男女共同参画に関する情報を収集し、
市の広報媒体（市報、ホームページ等）
を活用した市⺠や企業・市⺠団体等へ
男女共同参画の視点に立った広報・啓
発を行います。さらに、神埼市男女共同
参画推進ネットワーク等と協力して広
報紙やホームページなどの従来からの
媒体に加え、ラジオやケーブルテレビ
などの音声・映像媒体、各種 SNS 等を
用いた広報・啓発を行います。 
また、男女の役割の固定化や不平等に
つながる表現等に十分配慮し、男女平
等・人権尊重の視点に立った表現に努
めるとともに、人権啓発講演会の充実
を図り、性的少数者に対しパートナー
シップ宣誓制度の受け入れ体制整備や
LGBTQ に関する人権講演会を開催す
るなど理解を促進し、人権問題の啓発
の推進に努めます。 

総務課 

２ 

幼児教育・学校教育にお
ける男女共同参画の 
推進 

幼児期から、共感や思いやりの気持ち
を育むとともに、個性を大切にした保
育・教育の推進に努め、性別や⺠族・国
籍に関係なく、お互いを認め合う意識
の形成を図ります。 
家庭科教育などを通した性別による固
定的役割分担意識の解消を推進しま
す。 
また、管理職（校⻑・教頭）や学年主任
等の要職への女性の積極的登用など、
学校運営における男女共同参画を推進
します。 

こども家庭課 
学校教育課 

３ 教育関係者や保護者へ
の男女共同参画教育と
意識啓発の推進 

男女共同参画の視点に立った意識や知
識を深めるための検証を行い、教育関
係者や保護者に対し、情報提供や研修
会、講演会等の充実に務めます。 

学校教育課 

４ 

社会教育における男女
共同参画の推進 

社会教育においても、LGBTQ に関する
人権講演会等を通し｢人権・男女平等・
平和｣意識の啓発促進に努め、性別や⺠
族・国籍に関係なく、お互いを認め合う
意識の形成を図ります。 

社会教育課 
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重点目標２ 家庭における男女共同参画の推進 

【現状と課題】 

家庭における男女共同参画の推進について、性別の固定的役割分担意識が与える影響は
大変大きいと思われます。調査結果を見ると、「「男は仕事、女は家庭」など性別によって役
割を固定する考え方」については、「どちらかといえば反対」が 43.6％と最も高く、次いで
「反対」34.5％、「どちらかといえば賛成」18.0％となっており、約８割が性別により役割
を固定する考え方については「反対：どちらかといえば反対＋反対」と回答しています。 

「「反対」を選んだ理由」については、「性別による役割分担意識を押し付けるべきではな
いから」が 46.2％と最も高くなっており、日常生活の中で男女の役割を平等に考えるべき
との意見が浸透してきている様子がうかがえます。 

【「男は仕事、女は家庭」など性別によって役割を固定する考え方】 

 

【反対を選んだ理由】 

 
 
「家事の役割」については、「掃除・洗濯をする」「食事のしたくをする」「食事のあとかたづ

けをする」「日々の家計の管理をする」において女性が受け持っている割合が高くなっており、
日常生活における平等な役割分担については、いまだに改善の余地がある状況です。 
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【家事の役割】 

 
 
「子どもの育て方」については、「女の子も男の子も経済的に自立できるように育てた方が

よい」「女の子も男の子も、炊事・掃除・洗濯などができるように育てた方がよい」「女の子も
男の子も、その子の個性・才能を可能な限り活かして育てた方がよい」では賛成派（賛成＋ど
ちらかといえば賛成）が多数を占めており、前回調査と比較してもそのような考え方が広まっ
てきている様子がうかがえます。 

【子どもの育て方】 

 

83.3

75.7

75.3

61.9

13.3

24.7

73.5

70.3

13.3

19.0

20.7

30.9

37.0

44.4

21.9

22.9

0.3

0.5

0.9

2.1

20.1

9.6

0.6

0.4

0.1

0.1

0.1

0.1

11.8

4.8

0.3

0.6

2.2

0.4

2.2

14.8

13.2

1.6

3.3

2.4

2.5

2.5

2.8

3.0

3.3

2.4

2.8

今回調査

前回調査

今回調査

前回調査

今回調査

前回調査

今回調査

前回調査

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査(n=676)

前回調査(n=667)
賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 わからない 無回答

ア）女の子も男の子

も経済的に自立でき

るように育てた方が

よい

イ）女の子も男の子

も、炊事・掃除・洗

濯などができるよう

に育てた方がよい

エ）女の子も男の子

も、その子の個性・

才能を可能な限り活

かして育てた方がよ

い

ウ）女の子は女らし

く、男の子は男らし

く育てた方がよい

83.3

75.7

75.3

61.9

13.3

24.7

73.5

70.3

13.3

19.0

20.7

30.9

37.0

44.4

21.9

22.9

0.3

0.5

0.9

2.1

20.1

9.6

0.6

0.4

0.1

0.1

0.1

0.1

11.8

4.8

0.3

0.6

2.2

0.4

2.2

14.8

13.2

1.6

3.3

2.4

2.5

2.5

2.8

3.0

3.3

2.4

2.8

今回調査

前回調査

今回調査

前回調査

今回調査

前回調査

今回調査

前回調査

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査(n=676)

前回調査(n=667)
賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 わからない 無回答

ア）女の子も男の子

も経済的に自立でき

るように育てた方が

よい

イ）女の子も男の子

も、炊事・掃除・洗

濯などができるよう

に育てた方がよい

エ）女の子も男の子

も、その子の個性・

才能を可能な限り活

かして育てた方がよ

い

ウ）女の子は女らし

く、男の子は男らし

く育てた方がよい
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【具体的な取組】 

No. 施 策 内 容 所管課 

５ 

固定的性別役割分担意
識の解消の促進 

性別による役割分担意識や社会制度・
慣行（社会通念・習慣・しきたり）にこ
だわることなく、固定的性別役割分担
意識の見直しにつながるような学習機
会（男性の料理教室や講演会・市⺠ミニ
講座等）の提供を行い、世代や性別を越
えた意識改革を図ります。また、市の広
報媒体（市報、ホームページ等）やパン
フレット等を活用し、家事などでの固
定的な性別役割分担意識の見直しを図
ります。 

総務課 

６ 

家庭生活への男性の参
加を促すための啓発 

男女共同参画講座や地域への出前講座
などを通して、男性の育児・介護休業の
取得や家庭生活への積極的な参加を促
します。 
また、男性の育児参画を目的としたイ
ベントや、SNS 等を活用し、各イベン
ト等への参加者増加に努めます。 

総務課 

７ 

男性のための料理・介護
など実践講座の実施 

家庭における男性の生活や自活能力を
高めるための料理や介護等の実践講座
を実施し、家庭生活の参画への意識啓
発に努め、男性参加者増加のための開
催形態を検討します。 

総務課 

８ 家庭で活躍する男性の
事例紹介 

育児休業を取得した男性等を情報紙や
講座で紹介し、男性が仕事と生活の調
和を図ることができるよう促します。 

総務課 

９ 

男女共同参画に向けた
講演会など情報提供の
推進 

地域社会における人権尊重及び男女共
同参画の促進に向け、講演会や学習会
の情報提供を広く行い、積極的な参加
を促進します。また、国や県が主催する
講演会や学習会の情報提供もあわせて
行います。 

総務課 

１０ 

父親の子育ての推進 

⺟子健康手帳交付時の父子健康手帳の
発行や乳幼児健診等の機会を活用し、
意識啓発や情報提供を行い、父親の積
極的な子育てを推進します。 

健康増進課 

  



第４次神埼市男女共同参画基本計画 
ＤＶ被害者支援計画・女性の活躍推進計画 

26 

No. 施 策 内 容 所管課 

１１ 

男性の家事・子育て・介
護等への参画促進   

家事や子育て、介護における情報や支
援制度を周知します。 
男女共同参画に向けた意識づくりにつ
ながる講座や学習会（男性の料理教室、
イクカジ推進事業等）への参加・開催を
促し、男性の家事等への参画促進を図
っていきます。 

総務課 
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基本方向２ 安全・安心に暮らすことができる社会づくり 

男女の人権が尊重され、安心して暮らせる社会の実現のために、配偶者等に対する暴力の根
絶、生涯を通じた健康支援、性的マイノリティへの理解促進、防災において男女共同参画の視
点の反映など、安全・安心な暮らしを実現するための基盤の整備と支援に取り組みます。 

 
重点目標３ 男女間のあらゆる暴力の根絶 

【現状と課題】 

配偶者等に対する暴力は、互いの尊厳を重んじ対等な関係づくりを進める男女共同参画
社会の形成を大きく阻害するものであり、重大な人権侵害です。そのため、あらゆる暴力を
容認しない社会風土を醸成するための啓発、被害の未然防止、被害者への支援に取り組ん
でいくことは大変重要です。 

本市でも配偶者等からの暴力であるドメスティック・バイオレンス（DV）の防止に向け
て様々な周知・啓発に取り組んでいますが、現在でも根絶はできていない状況です。 

また、防止に向けた周知・啓発と併せて、被害者への支援、関係各課及び関係各所・団体
のネットワーク整備等を中心に取組を推進しています。 

調査結果を見ると、「DV を受けた際の相談」について、「相談した」との回答は３割以下
にとどまっています。また、「相談した時の相談先（相手）」については「家族や親戚」、「友
人・知人」の割合が高くなっており、身近な存在を頼っている様子がうかがえますが、公的
機関へ相談したとの回答は低く、今後も相談窓口の周知を図り、相談しやすい環境づくり
が求められます。 
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【ＤＶを受けた際の相談】 

 

【相談した時の相談先（相手）】 

 

28.7 

29.3 

27.6 

0 

40.0 

46.7 

60.0 

17.4 

26.7 

9.1 

65.4 

63.6 

72.4 

60.0 

53.3 

35.0 

82.6 

63.3 

81.8 

5.9 

7.1 

5.0 

10.0 

9.1 

全体

(n=136)

女性

(n=99)

男性

(n=29)

10歳代

(n=0)

20歳代

(n=10)

30歳代

(n=15)

40歳代

(n=20)

50歳代

(n=23)

60歳代

(n=30)

70歳以上

(n=33)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相談した 相談しなかった 無回答

10.3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5.1 

0 

10.3 

2.6 

59.0 

69.2 

0 

0 

6.9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.4 

0 

62.1 

62.1 

0 

0 

25.0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

25.0 

0 

37.5 

0 

50.0 

87.5 

0 

0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

警察に連絡・相談した

法務局・地方法務局、人権

擁護委員に相談した

婦人相談所、婦人相談員に相談した

県立男女共同参画センター

（アバンセ）に相談した

県の相談窓口（元気ひろば）に相談した

県の保健福祉事務所に相談した

市役所（役場）に相談した

裁判所に相談した

民間の支援グループに相談した

弁護士会、法テラスなどに相談した

医療機関に相談した

家族や親戚に相談した

友人・知人に相談した

その他

無回答

全体(n=39)

女性(n=29)

男性(n=8)
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【具体的な取組】 

①男女間のあらゆる暴力の根絶 

No. 施 策 内 容 所管課 

１２ 

あらゆる暴力・虐待の根
絶のための啓発 

人権が尊重され、基本的人権として、侵
しえないものであることを市の広報媒
体（市報、ホームページ等）を活用して
広報・啓発を推進します。また、人権擁
護委員や⺠生委員・児童委員など地域
の関係者と連携をとり、積極的な広報
活動を行い、⺠生委員・児童委員への専
門研修、情報共有・提供に努めます。 

総務課 
こども家庭課 

１３ 

女性相談専門窓口の設
置及び被害者の自立支
援 

女性相談専門窓口の設置や学校、警察、
病院など関係機関との連携を図り、被
害者の自立支援を行います。 
また、女性支援新法の施行に伴い、今後
は女性相談員の設置も検討します。 

こども家庭課 
総務課 

１４ 

相談窓口の周知 

女性相談専門窓口について、相談内容
や開催日等を一人でも多くの人の目に
触れるように、市の広報媒体（市報、ホ
ームページ等）を活用して、更なる周知
徹底を図ります。  
また、相談窓口に名称を付ける等、相談
しやすい窓口環境を整備し、相談窓口
を記載したカード、リーフレットなど
を作成して、⺠生委員・児童委員をはじ
め、市⺠の方に広く配布します。 

総務課  
こども家庭課 

②子どもや若年者に対する取組 

No. 施 策 内 容 所管課 

１５ 

若い世代に対する 
DV 防止教育の推進 

将来の被害者や加害者の発生を防止す
るため、若い世代に対し発達段階に応
じたＤＶ防止教育を推進します。 
また、ＤＶやデートＤＶに関する理解
を促進するため、出前講座を実施し、研
修内容の充実を目的として、隔年で初
級、中級（意見交換など）に分けた研修
の実施を検討します。 

学校教育課  
こども家庭課 
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No. 施 策 内 容 所管課 

１６ 

児童虐待防止対策の 
推進 

「児童虐待防止推進月間」（11 月）と 11
月 12 日から 25 日までの「女性に対す
る暴力をなくす運動」とをあわせて、市
の広報誌や市ホームページ、市のＳＮ
Ｓ等を活用し、集中的な広報・啓発活動
を実施します。 

こども家庭課 

１７ 

子どもの人権について
の啓発の充実 

子ども一人ひとりの人権が尊重され、
自由と自立が阻害されないよう、子ど
もの人権啓発（人権の花運動、人権教室
等）を学校、人権擁護委員などと連携し
て推進します。 

学校教育課  
総務課 

１８ 

子育てに関する 
相談支援 

乳幼児健診等の中で、子育てに対する
不安や子育てに困難を抱く親への相談
対応等を行い、学校・保育園等と連携し
ながら虐待防止に努めます。 

健康増進課 

③啓発・教育による暴力を許さない社会づくり 

No. 施 策 内 容 所管課 

１９ 

市の広報紙による相談
機関の掲載・広報活動 

市報、市ホームページ等を活用し、配偶
者暴力相談支援センターなどＤＶ相談
機関を掲載します。また、ＤＶ相談窓口
を記載したカード等を市内公共施設庁
舎外の公共施設（図書館や公⺠館）や病
院に設置し、市報、市ホームページ等を
活用し相談機関の周知を図ります。 

こども家庭課 

２０ 

若い世代に対する 
DV 防止教育の推進 

若い世代の被害者や加害者の発生を未
然に防止するため、ＤＶや人権、男女平
等に対する正しい理解を促進し、出張
講座や講演会等を利用・実施し、市のＳ
ＮＳなど若い世代の目に留まりやすい
ような周知できる方法を検討しＤＶ防
止教育・啓発を実施します。 

学校教育課 
こども家庭課 

２１ 

社会教育の場における
DV 防止教育の推進 

ＤＶや人権、男女平等に対する正しい
理 解 を 進 め る た め 、 社 会 教 育 の 場
（LGBTQ に関する人権講演会等）でＤ
Ｖ防止教育・啓発を実施します。 

社会教育課 
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No. 施 策 内 容 所管課 

２２ 

市職員に対する意識啓
発の実施 

ＤＶ被害者に二次被害（被害者に対す
る不適切な対応によって被害者がさら
に傷つくこと）を与えることなく適切
な支援が行われるよう、市職員を対象
としたＤＶ専門知識取得研修会を実施
し、相談窓口との連携体制の整備を図
ります。 

総務課 

④ＤＶ被害の通報及び被害者の相談体制づくり 

No. 施 策 内 容 所管課 

２３ 

DV 被害の通報体制の 
整備 

ＤＶ被害を発見しやすい立場にある介
護事業所関係者、⺠生児童委員、医療機
関、学校等と連携し、被害者の意思を尊
重しながら、警察や県の配偶者暴力相
談支援センター等へ通報できる体制づ
くりに努めます。 

こども家庭課 

２４ 

広報誌、ホームページ等
による広報活動 

市⺠による通報や被害者に対し相談窓
口などの情報提供をしていただくこと
が重要であるため、市報や市ホームペ
ージ、ＳＮＳ等の広報媒体を活用し各
世代等にも幅広く周知を図ります。 

こども家庭課 

２５ 

被害者の相談体制の 
充実 

被害者やその被害に気づいた第三者
が、いつでも安心して相談できるよう、
関係機関との連携や柔軟かつ継続した
支援等、相談体制の充実に努めます。 

こども家庭課 

２６ 

多様な被害者への配慮 

被害者が、高齢者、障がいのある人、外
国人、男性等であることにより支援を
受けにくいということにならないよ
う、県や⺠間団体と連携し、ＤＶ防止等
に関する外国籍被害者に対する多言語
によるリーフレットの配布等の情報提
供、相談の対応等、それぞれの被害者の
状況に応じた配慮に努めます。 

こども家庭課 

２７ 

相談員の資質の向上 

被害者からの相談にあたっては、情報
交換や二次被害の防止等、ＤＶへの理
解を拡げる職員研修を行い、相談員の
資質の向上に努めます。 

こども家庭課 
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No. 施 策 内 容 所管課 

２８ 

庁舎内の連携 

被害者に関係のある部署の担当者と連
携をとり、情報交換や二次被害の防止
等、ＤＶへの理解を拡げる研修を行い
ます。特に、県が作成した「ＤＶ被害者
対応マニュアル」や「県内共通相談シー
ト」等の活用や庁舎内の独自の相談シ
ートの作成、活用も検討することによ
り情報の共有化や二次被害の防止に努
めます。 

こども家庭課 

⑤保護・自立における支援体制 

No. 施 策 内 容 所管課 

２９ 

県の配偶者暴力相談支
援センター等との連携 

被害者の緊急保護が必要なときは、一
時保護が行われるまでの間、かくまう
ための適当な避難場所の確保に努めま
す。また、被害者の緊急保護などの安全
確保の際に、加害者が訪れて、危害を加
えるおそれが高い場合には、警察と連
携して対応するなどの体制の整備を推
進します。 

こども家庭課 

３０ 

一時的な避難場所の 
確保 

被害者やその家族、支援者からの通報
があった場合、警察、医療機関その他関
係機関との連携を図り、被害者が安全
に避難できるよう支援する体制づくり
に努めます。また、被害者の一時保護が
決定した場合には、一時保護所までの
同行支援ができるよう体制の整備に努
めます。 
保護された被害者が、医療機関で受診
する場合には、加害者に発見されない
よう診察時間や待合場所などに配慮す
るよう医療機関に働きかけます。また、
自ら医療機関を受診した被害者に、配
偶者暴力相談支援センター等の情報を
伝え、必要により一時保護など、定期的
な情報共有を行い、協力体制の整備や
円滑な支援を行うよう医療機関等への
協力を求めます。 

こども家庭課 
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No. 施 策 内 容 所管課 

３１ 

生活再建へ向けた支援
の実施 

生活保護の適用、⺟子生活支援施設に
おける保護の実施、児童扶養手当、⺟子
寡婦福祉資金貸付制度など被害者にと
って利用可能な福祉制度等についての
情報を提供し、自立を支援します。ま
た、市営住宅へのＤＶ被害者の優先入
居の検討を進めていきます。 
また、被害者の安全を考慮した住宅の
情報提供が必要であるため、他市へ被
害者が住まいの場を移す際の他市との
協力体制の構築に努めます。 

こども家庭課 

⑥被害者の安全・安心に配慮した支援体制 

No. 施 策 内 容 所管課 

３２ 

「ワンストップサービ
ス方式」の導入 

被害者の負担の軽減及び二次被害の防
止を図るため、被害者が１箇所で必要
な申請手続き等を行うことができる
「ワンストップサービス方式」の導入
を推進し、その相談室など安全に配慮
した場の確保に努めます。 

こども家庭課 

３３ 

住⺠基本台帳の閲覧制
限 

ＤＶ加害者の追及を抑止するため、被
害者の申し出により、関係課と連携し
被害者の住⺠基本台帳の閲覧の制限を
行います。 

市⺠課 

３４ 

継続的な支援体制の 
整備 

被害者の状況に応じて、保育園や⺟子
生活支援施設への入所、生活保護の実
施、⺟子寡婦福祉施策の活用等、福祉や
雇用等の各種制度を十分に活用するよ
う、被害者の意思を尊重し自立に向け
た継続的な支援体制の整備を推進しま
す。 

こども家庭課 

３５ 

自立のための心とから
だのケアの充実 

心のケアが必要な被害者に対しては、
被害者の状況に応じ適切なタイミング
で医療機関や精神科医、カウンセラー
等との連携に努め、継続した相談、市、
保健福祉事務所及び児童相談所等の関
係機関の連携による見守りや関わりな
どの支援に努めます。 

こども家庭課 
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No. 施 策 内 容 所管課 

３６ 

苦情処理の対応 

被害者の支援に係る職員の職務の執行
に関して、被害者からの苦情の申出を
受けたときは、適切かつ迅速にこれを
処理し、必要に応じ職務の執行の改善
に反映するとともに、可能な限り処理
結果について申出人に対し、被害者の
心的負担が増えないよう適切な対応・
説明を行います。 

こども家庭課 

３７ 

市職員に対する定期的
な研修の実施 

市内関係機関の担当者がＤＶの基礎知
識や被害者への対応、関係機関の役割
などを十分に理解し、二次被害を防止
するため、市職員に対する定期的な研
修を初級、中級と内容を変えながら行
います。 

こども家庭課 

３８ 

「佐賀県 DV 被害者対
応マニュアル」「県内共
通相談シート」等の活用 

市内関係機関の担当者がＤＶの基礎知
識や被害者への対応、関係機関の役割
などを十分に理解し、二次被害を防止
するため「佐賀県ＤＶ被害者対応マニ
ュアル」を活用するとともに被害者の
負担を軽減するため「県内共通相談シ
ート」等の活用を推進し、庁舎内共通の
相談シートの作成・整備に努めます。 

こども家庭課 

３９ 

転出先の市町村との 
連携 

被害者が他の市町村への転出を希望し
た場合には、被害者の転出が円滑に行
えるよう、情報管理を厳密に行いなが
ら転出先の市町村との連携に努めま
す。 

こども家庭課 

４０ 

学校、保育園など関係者
への研修 

子どもを通してＤＶを発見した場合の
連絡・通報体制の整備を図ります。子ど
もの保護命令が発せられた場合に適切
な対応ができるよう、関係者への研修
等を通して連携の強化を図ります。 
また、学校、保育園関係者への研修の実
施を検討します。 

学校教育課  
こども家庭課 

４１ 

医師会及び医療機関通
報体制の整備 

医師会及び医療機関に対し、被害者を
発見した場合の通報体制の整備につい
て協力を求め、情報共有が行いやすい
体制づくりに努めます。 

こども家庭課 
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No. 施 策 内 容 所管課 

４２ 

警察への通報体制の整
備と情報管理 

加害者が被害者を探して、市を訪れた
場合に備えて、警察に迅速に通報でき
るよう体制の整備を図ります。また、被
害者の情報が加害者に漏れないよう、
厳格な情報管理体制の整備を図りま
す。 

こども家庭課 

４３ 妊産婦・乳幼児等の被害
者の健康づくりに関す
る支援 

妊産婦・乳幼児等の被害者に対して、対
象者が安心して健診や予防接種等が適
切に受けられるよう支援します。 

健康増進課 

４４ 

子どもの就学・保育等の
受入体制の整備 

転入した被害者の子どもの受入につい
て、関係課や専門機関とケース会議を
開き、円滑に就学や保育ができるよう
受入体制の整備を推進します。  
また、被害者の転出先や居住地等の情
報を適切に管理する体制整備を推進し
ます。 

学校教育課 
こども家庭課 

４５ 

接近禁止命令への対応 

被害者が子どもへの接近禁止命令の発
令を申し出た場合、加害者が接近して
きた場合の警察への通報など、適切な
対応ができるよう学校や保育所等の関
係機関との連携体制の整備を推進しま
す。 

学校教育課 
こども家庭課 

 

 
 

重点目標４ 生涯を通じた男女の健康支援 

【現状と課題】 

男女が互いの人権を尊重しながら思いやりを持って生活していくためには、身体の特性
を十分に理解し合い、生涯を通じて心身ともに健康であることが重要です。特に女性は、妊
娠・出産などのほか、女性特有の疾患等を経験する可能性があるなど、生涯を通じて男女が
異なる身体の変化や病気の問題に直面することに留意する必要があります。本市では、女
性特有の健康課題に対して、周知啓発の機会の創出や子育て世代包括支援センターを中心
とした妊娠・出産・子育て期における支援、各種健診の実施等を中心に事業を展開していま
す。 

また、本市では第 2 次神埼市健康増進計画・⺟子保健計画「元気かんざき健康プラン」
（2024〜2035）を策定し、すべての世代の人たちが、「みんなで支え合い、誇りと笑顔あふ
れるまち 神埼」の実現に向けて様々な取組を推進しています。この計画を中心として、今
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後もより多くの市⺠が健康づくりを推進していくことができるよう、相談支援体制の充実
や安心して出産できる環境整備、女性特有のこころや身体の悩みに対応する体制整備を推
進していくことが重要です。 

 

【具体的な取組】 

No. 施 策 内 容 所管課 

４６ 学校教育における⺟性
保護の視点に立った性
教育の実施 

⺟性機能が社会的に重要であることを
含め、発達段階に応じた適切な授業を
実施していきます。 

学校教育課 

４７ 学校におけるエイズや
性感染症に関する学習
機会の提供と予防教育
の実施 

医師や保健師等による専門的な授業を
通して、中高校生に発達段階に応じた
エイズや性感染症に関する正しい知識
を普及し予防教育を充実させます。 

学校教育課 

４８ 性に関する相談体制の
充実 

女性相談専門窓口での相談員の資質向
上を図りながら、性別に関わらず相談
しやすい体制の充実に努めます。 

総務課 

４９ リプロダクティブ・ヘル
ス/ライツ（性と生殖に
関する健康と権利）に関
する講座・学習会の開催 

男女共同参画関連講座や女性の健康教
育を通して、リプロダクティブ・ヘルス
／ライツの概念を周知します。 

総務課 
健康増進課 

５０ 妊娠・出産・子育て期に
おける女性の支援体制
の充実（子育て世代包括
支援センター） 

⺟子健康手帳の交付や妊婦・乳幼児健
診等のあらゆる機会をとらえ、⺟子保
健情報を収集、提供し、早期に不安や悩
みを把握し解決を図ります。 

健康増進課 

５１ 

各種検診の受診促進 

広報（全⼾配布チラシ、市報、市ホーム
ページ掲載、ＳＮＳ）による周知を行
い、予防医療への関心を高め、特定健診
をはじめとして、各種健診の受診率向
上に努めます。 

健康増進課 

５２ 性差を踏まえた心身の
健康維持支援や生活習
慣病の予防施策 

性差に応じたがん検診（乳がん、子宮が
ん、前立腺がん）や受診勧奨、心身の健
康維持支援及び生活習慣病の予防を進
めていきます。 

健康増進課 

５３ 

健康教育と健康相談の
実施 

各世代を対象とし、公⺠館を活用して
各地区における健康教育と、それに伴
う健康相談を実施します。健康相談に
ついては、健康増進課で随時実施しま
す。 

健康増進課 
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No. 施 策 内 容 所管課 

５４ 食生活の改善による健
康の支援 

肥満防止等、健康増進のため、市⺠へ広
報誌等を利用した食生活改善の情報発
信、普及啓発を図ります。 

健康増進課 

５５ 

スポーツを通じた健康
づくりの支援 

スポーツ協会と連携し、男女問わず参
加できるよう多様なスポーツの機会を
提供し、スポーツ人口の増加を図って
市⺠の健康づくりを支援します。 

スポーツ振興課 

 

 
重点目標５ 生活に困難を抱えた男女が安心して暮らせる環境づくり 

【現状と課題】 

正規雇用労働者や単身世帯、ひとり親世帯の増加により、経済上の困難に陥りやすい人
が増えている中で、⻑期的な展望に立った就労支援や様々な生き方に沿った切れ目のない
支援が必要です。 

特に、女性は、妊娠・出産・育児等のライフイベントの影響、非正規に就きやすい就業構
造、女性に対する暴力被害の影響、固定的役割分担意識等のために生活困難に陥りやすい
状況にあります。 

さらに、高齢者や障がい者、外国人及び性的マイノリティの方など生活の中で様々な困
難を抱える場合があることから、それぞれの背景事情に配慮しながら、日常に感じている
不安や不便の軽減を図り、安心して暮らせる支援が求められます。 

 

【具体的な取組】 

No. 施 策 内 容 所管課 

５６ 

ひとり親家庭等への 
経済的支援 

児童扶養手当支給（⺟子及び父子家庭
等）や医療費助成を行うとともに、生活
福祉資金貸付制度を周知し、ひとり親
家庭等の経済支援を図ります。 

こども家庭課 

５７ ひとり親家庭等への 
家事や保育サービスの 
提供 

一時的に家事や保育のサービスが必要
な場合に県と連携して「家庭生活支援
員」を派遣し、ひとり親家庭等の生活の
安定に向け支援を行います。 

こども家庭課 
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No. 施 策 内 容 所管課 

５８ 

相談業務の周知 

⺠生委員・児童委員、家庭児童相談員、
⺟子・父子自立支援員、佐賀県⺟子相談
員等による各相談業務の周知を図り、
必要な情報提供ができ、相談しやすい
体制づくりに努めます。 

こども家庭課 

５９ 

高齢者や障がいのある
人等、誰もが安全に利用
できる施設の整備促進 

バリアフリーの視点に立った公共施設
の点検見直しによる整備と、⺠間にお
ける施設のバリアフリー・ユニバーサ
ルデザイン推進への理解促進を図りま
す。 

財政課 
高齢障がい課 

６０ 障がい者が自立して生
活できる環境の整備促
進 

障がいのある人が楽しく生きがいを持
って生活でき、就労等で自立した暮ら
しができるよう支援します。 

高齢障がい課 

６１ 

国際規範・基準の浸透 
男女共同参画に関連する国際規範・基
準について様々な機会をとおして周知
を図ります。 

総務課 

 

 
 

重点目標６ 女性視点を反映した地域の防災力向上 

【現状と課題】 

近年は地震や豪雨災害といった大きな災害が発生するケースが全国的に多くなっていま
す。災害に向けた備えや、災害時における避難所運営については、女性の視点が行き届いて
いることが全国的に重要視されている状況です。本市においても、防災分野における政策・
方針決定過程等に女性の参画の拡大を図るとともに、避難所運営における女性職員の配置
数増加や女性ニーズを反映した物資の確保など、様々な取組を推進しています。 

調査結果を見ると、「防災活動に関して男女共同参画の視点から必要なこと」について、
「女性や乳幼児等に配慮した避難所設備の確保」が 50.7％と最も高く、次いで「女性や乳
幼児等に配慮した防災マニュアルの整備」35.5％、「防災会議等の委員への積極的な女性の
登用」31.4％となっているなど、市⺠の要望が多岐にわたっていることが分かります。 

また、「避難所における男女共同参画について必要なこと」については、男女別トイレや
洗濯干場、授乳室の設置など、避難者のニーズに配慮すること」が 69.2％と最も高く、次
いで「避難所の運営、運営方針の決定などにおいて、女性と男性がともに参加すること」
55.5％、「女性および男性が抱えた悩みや避難所生活上の問題を受け付ける窓口の設置」
48.7％となっており、避難所の運営において男女共同参画の視点が求められている様子が
うかがえます。  
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【防災活動に関して男女共同参画の視点から必要なこと】 

 

【避難所における男女共同参画について必要なこと】 

 
 

【具体的な取組】 

No. 施 策 内 容 所管課 

６２ 防災分野における政策・
方針決定過程等に女性
の参画の拡大 

市の防災会議、災害時の災害復興対策
の検討に女性委員等の参画を推進しま
す。 

防災危機管理課 

  

31.4 

30.2 

20.4 

22.6 

21.4 

50.7 

35.5 

1.8 

4.7 

11.1 

7.5 

28.6 

25.9 

16.8 

17.3 

16.8 

53.5 

34.9 

0.8 

4.1 

12.2 

8.1 

36.0 

36.4 

23.8 

29.7 

28.3 

46.9 

35.7 

2.8 

5.6 

9.1 

7.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

防災会議等の委員への積極的な女性の登用

防災訓練等への積極的な女性の参加

女性団体に対して訓練や研修を実施

女性の消防職員や消防団員の育成

自主防災組織における積極的な女性の参加や活動

女性や乳幼児等に配慮した避難所設備の確保

女性や乳幼児等に配慮した防災マニュアルの整備

その他

特に必要なことはない

わからない

無回答

全体(n=676)

女性(n=370)

男性(n=286)

55.5 

69.2 

31.4 

48.7 

6.4 

1.6 

7.4 

51.9 

69.2 

30.8 

53.2 

6.2 

1.4 

7.3 

60.8 

68.9 

32.5 

41.6 

7.0 

1.7 

7.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

避難所の運営、運営方針の決定などにおい

て、女性と男性がともに参加すること

男女別トイレや洗濯干場、授乳室の設置

など、避難者のニーズに配慮すること

女性は炊き出し、男性は力仕事といった

固定的な性別役割分担意識の解消

女性および男性が抱えた悩みや避難所生

活上の問題を受け付ける窓口の設置

わからない

その他

無回答

全体(n=676)

女性(n=370)

男性(n=286)
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No. 施 策 内 容 所管課 

６３ 

防災対策、避難所の運
営、相談支援などに女性
の視点の確保 

防災用物資の備蓄、避難計画作成、避難
所の運営、被災者支援等においては、男
女でニーズの違いがあるため、担当者
に女性を配置する等、男女双方の視点
に配慮するよう努めます。 

防災危機管理課 

６４ 

男女のニーズの違いに
配慮した物資の備蓄 

男女のニーズの違いや子育て家庭等の
ニーズに配慮し、女性用品、乳幼児用品
等の必要とされる物資について、備蓄
や物資供給の協定等により、一定程度
の確保に努めます。 

防災危機管理課 

６５ 

市⺠に対する備蓄の必
要性の周知徹底 

防災出前講座において備蓄の必要性を
周知し、女性用品や乳幼児用品等の
個々人によってニーズが異なる食料、
生活必需品等について、各人の備えを
促します。 

防災危機管理課 

６６ 自主防災組織における
女性の参加 

自主防災組織における女性の参加を促
進するとともに、意思決定者に複数の
女性が含まれるよう育成を図ります。 

防災危機管理課 

６７ 

女性消防団員が能力を
発揮できる環境の整備 

消防団活動の担い手として重要な役割
を果たす女性消防団員について、処遇
改善の検討や消防団活動により士気を
高めるよう努め、女性の能力が発揮で
きるよう環境整備を行い、女性消防団
員の確保に努めます。 

防災危機管理課 
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基本方向３ 女性が活躍し、男女がともに参画する社会づくり 

政策や方針決定過程における女性の更なる参画拡大に向けて、女性登用促進、人材育成、就
業支援など、あらゆる分野において女性が参画していくための施策を推進します。 

 
重点目標７ 女性の活躍推進と男性の意識改革・行動変革 

【現状と課題】 
働きたい人が性別に関わりなく、その能力を十分に発揮することは、個人の幸福の根幹

をなすものであり、男女が個性と能力を発揮することによる多様性に富んだ活力ある男女
共同参画社会の形成につながります。 

本市では、庁内における女性職員の登用や研修会の実施、市⺠に向けた講演会の実施や
情報提供等は十分に取り組めた一方、女性の就労及び能力開発や「家族経営協定」締結の推
進、女性起業家等への支援については十分に推進できていない状況です。 

意識調査の結果を見ると、「女性が職業を持つことについて思うこと」については、「ずっ
と職業をもっている方がよい」が 69.1％と最も高く、次いで「子どもができたら職業を中
断し、子どもに手がかからなくなって再びもつ方がよい」33.3％となっています。 

また、「女性が結婚後や出産後も退職せずに働き続けるために必要なこと」について、「配
偶者（パートナー）の理解や家事・育児などへの協力」が 69.2％と最も高く、次いで「企
業経営者や職場の理解」31.4％、「労働時間の短縮、フレックスタイム（自身で出退勤時間
を選択できる）制度の導入」23.7％となっています。 

以前から、女性が出産や育児を経験した際にキャリアが途切れてしまい、職場への復帰
が難しいことが指摘されています。現在は全国的に改善傾向にありますが、依然としてこ
のような課題は存在しています。就業に関する市⺠の希望を叶えることができるよう、雇
用環境における男女の平等を推進していくとともに、女性の再就職や能力開発の支援を更
に充実していくことが重要です。 
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【女性が職業を持つことについて思うこと】 

 

【女性が結婚後や出産後も退職せずに働き続けるために必要なこと】 

 
 

【具体的な取組】 

No. 施 策 内 容 所管課 

６８ 

女性リーダーの育成 

地域活動において女性の積極的な参加
と女性の意見の反映を促進するため、
研修や学習会を実施し、地域役員等に
おいても女性の割合が高まるよう啓発
活動に努めます。 

総務課 

  

69.1 

1.0 

1.2 

33.3 

0.3 

5.5 

7.4 

1.2 

68.1 

1.4 

0.5 

35.9 

0.3 

5.1 

8.1 

1.6 

69.9 

0.7 

2.1 

30.8 

0.3 

5.9 

5.9 

0.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

ずっと職業をもっている方がよい

結婚するまでは職業をもち、

あとはもたない方がよい

子どもができるまで職業をもち、

あとはもたない方がよい

子どもができたら職業を中断し、子どもに

手がかからなくなって再びもつ方がよい

女性は職業をもたない方がよい

わからない

その他

無回答

全体(n=676)

女性(n=370)

男性(n=286)

69.2 

18.2 

21.0 

23.7 

31.4 

21.3 

7.2 

7.7 

0.7 

1.6 

68.9 

17.3 

21.6 

27.0 

29.2 

20.3 

5.1 

7.0 

1.1 

1.4 

69.2 

19.2 

19.6 

18.9 

34.3 

22.7 

10.1 

8.0 

0.3 

1.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

配偶者（パートナー）の理解や

家事・育児などへの協力

配偶者（パートナー）以外の家族の

理解や家事・育児などへの協力

保育施設や学童保育、福祉施設

やホームヘルパーの充実

労働時間の短縮、フレックスタイム（自身

で出退勤時間を選択できる）制度の導入

企業経営者や職場の理解

育児・介護休業などの休暇制度の充実

昇進・昇給などの職場での男女平等の確保

仕事をする上でのやりがいや充実感

その他

無回答

全体(n=676)

女性(n=370)

男性(n=286)
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No. 施 策 内 容 所管課 

６９ 

市職員研修会の実施 

男女共同参画の理解を深め意識改革を
図るため、市職員に対し、職員研修を実
施するとともに、国・県、市⺠団体等が
主催する講演会や研修、イベントの周
知と積極的参加を呼びかけます。 

総務課 

７０ 

女性職員の登用促進 

職場における女性の採用拡大や、女性
の管理職への登用等、積極的な改善措
置の周知及び取り組みへの働きかけを
行います。 

総務課 

７１ 

男女共同参画推進市⺠
団体の育成・支援 

男女共同参画社会を推進するため、男
女共同参画推進ネットワークに女性参
画推進を委託し、市⺠団体等の育成・支
援を継続的に行っていきます。 

総務課 

７２ 

積極的に参画できる 
環境づくり 

性別による役割分担意識や慣行（社会
通念・習慣・しきたり）については、男
女の相互理解のもと、それぞれの個性
を発揮しながら、男女が対等な立場で
意思表示や意思決定をし、責任分担等
を目指せるよう啓発に努め、女性自ら
積極的に参画できる環境づくりに努め
ます。 

総務課 

７３ 

女性の就労・能力開発の
ための支援 

女性のエンパワーメント（能力開化）の
ための、学習機会や情報を提供します。
また妊娠、出産や育児などで、離職した
方が安心して再就職できるように情報
を提供します。また、性別にかかわら
ず、一人ひとりの個性や能力に応じた
職員配置、女性の管理職登用に努めま
す。 

総務課 
商工観光課 

７４ 

「家族経営協定」締結等
の推進 

農業の家族従事者の労働条件が改善さ
れるよう「家族経営協定」の締結の促進
を継続的に行い、女性農家の地位向上
を推進します。 
家族が共に生きがいを持って働き、生
活できるよう就業条件の整備や環境の
整備などの推進を図ります。 

農政水産課 

７５ 女性起業家に対する 
支援 

起業を目指す女性に対して、起業に関
する知識・手法に関する情報や学習機
会の提供など、支援の充実を図ります。 

商工観光課 
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No. 施 策 内 容 所管課 

７６ 

新たな世代の商業者に
対する支援 

ＥＣ（ネット通販）を含む新規出店や、
ＩＣＴを活用した販売促進に積極的に
チャレンジする若者や女性商業者を中
心とした新たな世代の商業者への支援
を行います。 

商工観光課 

７７ 

意欲ある女性職員の積
極的な登用推進 

本市の「人材育成基本方針」に掲げる各
施策等の積極的活用・推進による意欲
ある女性職員の積極的な登用の推進を
図ります。 

総務課 

（再掲） 

No. 施 策 内 容 所管課 

５ 

固定的性別役割分担意
識の解消の促進 

性別による役割分担意識や社会制度・
慣行（社会通念・習慣・しきたり）にこ
だわることなく、固定的性別役割分担
意識の見直しにつながるような学習機
会（男性の料理教室や講演会・市⺠ミニ
講座等）の提供を行い、世代や性別を越
えた意識改革を図ります。また、市の広
報媒体（市報、ホームページ等）やパン
フレット等を活用し、家事などでの固
定的な性別役割分担意識の見直しを図
ります。 

総務課 

１１ 

男性の家事・子育て・介
護等への参画促進 

家事や子育て、介護における情報や支
援制度を周知します。 
男女共同参画に向けた意識づくりにつ
ながる講座や学習会（男性の料理教室、
イクカジ推進事業等）への参加・開催を
促し、男性の家事等への参画促進を図
っていきます。 

総務課 
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重点目標８ 政策・方針決定過程への女性の参画の推進 

【現状と課題】 

男女がともに対等なパートナーとして男女共同参画社会を実現するためには、だれもが
参画できる環境づくりが求められます。身近な地域活動において男女共同参画の取組を推
進するとともに、さまざまな視点や発想を取り入れることができるよう、あらゆる分野で
の政策・方針決定過程への女性の参画拡大を進めることが重要です。 

意識調査の結果を見ると、「企画や方針決定の場に女性の参画が少ない理由」について、
「職場や社会において、性別に基づく差別的な意識や慣行がある」が 49.7％と最も高く、
次いで「ワーク・ライフ・バランスが保てる環境が整備されていない」39.9％、「企業経営
者や団体・機関等トップの女性登用に対する意識が欠如している」38.2％となっています。 

この結果から、女性の参画拡大に向けては、いまだに古くからの差別的な意識や慣習が
妨げになっている現状があるとともに、責任ある職務に就くことと家庭生活のバランスに
不安を感じている様子がうかがえます。組織体制や男性の意識改革を進めていくことと同
時に、いまだに家事の多くを女性が担っている現状を解消することも、女性が政策・方針決
定過程への参画を推進していくことに繋がっていきます。 

【管理職等への登用など企画や方針決定の場に女性の参画が少ない理由】 

   

49.7 

38.2 

24.1 

23.7 

22.6 

39.9 

22.2 

2.1 

2.8 

49.5 

37.3 

24.1 

23.8 

19.7 

40.0 

24.6 

1.9 

3.0 

49.7 

39.2 

24.8 

24.1 

25.2 

38.8 

19.6 

2.1 

2.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

職場や社会において、性別に基づ

く差別的な意識や慣行がある

企業経営者や団体・機関等トップの女性

登用に対する意識が欠如している

保育施設や学童保育、福祉施設

やホームヘルパーの不足

女性の能力開発の機会が不十分

女性自身の積極性や自信が不十分

ワーク・ライフ・バランスが保

てる環境が整備されていない

女性参画の必要性を感じている人が少ない

その他

無回答

全体(n=676)

女性(n=370)

男性(n=286)
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【具体的な取組】 

No. 施 策 内 容 所管課 

７８ 

審議会委員の登用率の
向上 

女性委員のいない審議会・委員会等を
解消するために、各年での登用率を調
査し意識付けを行い、委員改選時に女
性参画を促進し、積極的な登用と候補
者名簿の随時改定に努めます。 

総務課 

７９ 

農林業及び商工業など
自営業における女性参
画の推進 

女性の農林業・商工業への主体的参画
の構築のため、職業能力の向上のため
の研修会や女性のエンパワーメントを
目的とした学習会を各種団体（商工会・
JA 等）と連携して開催し、女性リーダ
ーや女性起業家の更なる育成に努めま
す。 

商工観光課 
農政水産課 

林業課 

８０ 

地域への女性参画の 
促進 

各種団体（商工会・JA 等）の女性との
女性参画に関する意見交換を行い、職
場だけでなく家庭の理解向上を促すた
め市報による啓発活動に努め、地域活
動団体等における代表者や役職者等の
企画決定の場への女性の参画促進を行
います。 

総務課 

（再掲） 

No. 施 策 内 容 所管課 

６２ 防災分野における政策・
方針決定過程等に女性
の参画の拡大 

市の防災会議、災害時の災害復興対策
の検討に女性委員等の参画を推進しま
す。 

防災危機管理課 
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重点目標９ 仕事と家庭・地域生活が両立する環境づくり 

【現状と課題】 

「男女雇用機会均等法」の改正や「育児・介護休業法」の施行など、関係法令の整備は進
められている状況ですが、雇用や就労環境における男女格差など、働く場における課題は
いまだ残されています。また、家庭において女性が担う役割はいまだに多く、就労に関する
女性の希望を妨げている要因となっています。 

社会生活において男女が対等な立場で活躍し、それぞれのライフスタイルやニーズに応
じた多様な生き方が選択・実現できるよう、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた周
知・啓発を推進するとともに、就労環境の整備や市が実施する各種サービスの充実に取り
組んでいくことが重要です。 

 
【具体的な取組】 

①家庭生活に関する支援 

No. 施 策 内 容 所管課 

８１ 

子育て支援センター等
を活用した子育て支援
の充実 

多様なライフスタイル、子育てニーズ
に柔軟に対応するよう、保育サービス
の充実など、子育て支援策の充実に努
めます。 
男女が共に働き続けるため、子ども・子
育て支援事業計画に基づき、利用の周
知を行い、一時預かり保育、ファミリ
ー・サポート・センター事業、病児・病
後時保育などを行います。 

こども家庭課 

８２ 

放課後児童対策（学童保
育）の実施 

昼間、家庭に保護者が不在の児童（小学
校１年生〜６年生）に対し、適切な遊び
及び生活の場の提供、子どもの状況や
発達段階を踏まえながら、健全な育成
学童保育の充実を図ります。 

社会教育課 

８３ 男性の育児休業取得に
関する制度や情報の 
提供 

企業や事務所に対し、男性の育児休業
取得に関する制度や情報を提供し、男
性の育児休業取得の促進に努めます。 

総務課 
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No. 施 策 内 容 所管課 

８４ 

地域包括支援センター
を活用した介護支援の
充実 

介護は性別や年齢に関係なく、家族全
員、社会全体で行うという意識のもと、
高齢者等の介護サービスや介護予防相
談及び介護予防教室を開催し、意識の
啓発と介護者の負担軽減を更に強化
し、介護サポーターの有効な活用と介
護（認知症を含む）を行う家族支援につ
いての充実を図ります。 
また、在宅介護・福祉サービスの周知と
介護予防事業の実施を一層推進しま
す。 

高齢障がい課 

②仕事に関する支援 

No. 施 策 内 容 所管課 

８５ 

企業へ情報の提供など
啓発活動 

市内企業に対し、職場における固定的
な性別役割分担意識の解消への啓発や
労働時間等設定改善法に基づく労働時
間短縮や男性職員の育児休業が図られ
るよう、市の広報媒体（市報、ホームペ
ージ等）やパンフレット等を活用し、普
及・啓発に努めます。 

商工観光課 

８６ 労働条件改善のための
環境整備の推進 

市の広報媒体（市報、ホームページ等）
を活用し、パートタイム労働法に関す
る法律などの情報提供を行います。 

商工観光課 

８７ 

職場における暴力の 
根絶 

市の広報媒体（市報、ホームページ等）
やパンフレット等を活用し、セクシュ
アル・ハラスメント、パワー・ハラスメ
ントなどの防止に向けた啓発活動を行
います。また、ハラスメント被害への対
応策や相談窓口についての情報提供や
相談しやすい体制づくりなどに努めま
す。 

総務課 
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（再掲） 

No. 施 策 内 容 所管課 

７３ 

女性の就労・能力開発の
ための支援 

女性のエンパワーメント（能力開化）の
ための、学習機会や情報を提供します。
また出産や育児などで、離職した方が
安心して再就職できるように情報を提
供します。また、性別にかかわらず、一
人ひとりの個性や能力に応じた職員配
置、女性の管理職登用に努めます。 

総務課 
商工観光課 

③仕事と家庭・地域生活全般に係る支援 

No. 施 策 内 容 所管課 

８８ 

仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）
の推進 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活
の調和）の観点から、⻑時間労働の見直
しや育児休業・介護休業など、休暇が取
りやすい職場環境と労働時間短縮の促
進に向けて、市内企業への働きかけや
市報・ホームページ等での啓発に努め
ます。 

総務課  
商工観光課 

（再掲） 

No. 施 策 内 容 所管課 

８０ 

地域への女性参画の 
促進 

各種団体（商工会・JA 等）の女性との
女性参画に関する意見交換を行い、職
場だけでなく家庭の理解向上を促すた
め市報による啓発活動に努め、地域活
動団体等における代表者や役職者等の
企画決定の場への女性の参画促進を行
います。 

総務課 
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第５章 数値目標一覧 

No. 指 標 
現状値 

（令和６年）

目標値 

（令和 11 年）
所管課 

１ 学校教育における男女平等達成感 49.1％ 60.0％ 学校教育課 

２ 
社会通念・慣習・しきたりなどに 

おける男女平等達成感 
12.9％ 20.0％ 総務課 

３ 男女共同参画社会基本法の認知度 14.8％ 20.0％ 総務課 

４ 男女雇用機会均等法の認知度 39.2％ 45.0％ 総務課 

５ 
神埼市男女共同参画社会基本計画・ＤＶ被害者支援

計画・女性の活躍推進計画の認知度 
3.3％ 20.0％ 

総務課 

こども家庭課 

６ 家庭生活における男女平等達成感 30.9％ 40.0％ 関係各課 

７ 職場における男女平等達成感 28.0％ 35.0％ 総務課 

８ 
地域活動・社会活動の場での 

男女平等達成感 
29.4％ 40.0％ 

総務課 

社会教育課 

９ 市の各種審議会等における女性委員の割合 
24.5％ 

（R6.4.1 現在）
40.0％ 総務課 

10 ＬＧＢＴＱの認知度 35.7％ 50.0％ 総務課 

11 女性消防団員数 
21 人 

（R6.4.1 現在）
30 人 防災危機管理課 
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第６章 推進体制の充実・連携強化 

１ 計画の推進体制の充実 

策定後の取組についての調査・報告を実施し、庁内各課の連携と整合のとれた施策の推進を
図るとともに、審議会の中で各種調査審議を行い、本計画の推進状況等について、広く市⺠に
公表していく必要があります。 

 

２ 庁内各課の役割の強化 

計画の推進体制が効果的に機能するよう、関係各課は男女共同参画関連施策について積極的
に関与、推進に努め、当該施策について男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を把握し、それ
ぞれの施策において、直接または間接的に男女共同参画の視点を反映させるように努める必要
があります。 

また、男女共同参画の推進には、各課の総合的かつ横断的な取組が必要なことへの認識を深
め、連携、協力しながら推進していくことが大切です。 

 

３ 市民と事業者、行政の連携及び協働で取り組む男女共同参画 

男女がともに自立し支えあう理想的な地域社会は、行政をはじめ、それぞれの主体が連携し、
協働しなければ実現できません。このため、本計画においては、地域における男女共同参画ネ
ットワークづくりを推進しながら、それぞれの主体が取り組むべき役割を明確にし、男性も女
性もともにいきいきと暮らすことのできる男女共同参画社会の実現を目指していく必要があ
ります。 
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１ 男⼥共同参画社会基本法 

 
 

（平成１１年６月２３日 法律第７８号） 

最終改正：平成１１年１２月２２日 法律第１６０号 

 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条） 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施

策（第十三条―第二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条） 

附則 

 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等

がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会

における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお

一層の努力が必要とされている。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の

社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互い

にその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりな

く、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参

画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十

一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会

のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明ら

かにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及

び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ

計画的に推進するため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済

情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現するこ

との緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基

本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明

らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画

社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とす

る。 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員

として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における

活動に参画する機会が確保され、もって 

男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享

受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成

することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格

差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか

一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳

が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受け

ないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保され

ることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行

われなければならない。 

 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における

制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、

男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を

及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因

となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は

慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響

をできる限り中立なものとするように配慮されなければなら

ない。 

 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構

成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は民間

の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機

会が確保されることを旨として、行われなければならない。 

 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、

相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その

他の家庭生活における活動について家族の一員としての役

割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことが

できるようにすることを旨として、行われなければならない。 

 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における

取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参

画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会

の形成についての基本理念（以下「基本理念」という。）にのっ
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とり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的

改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施す

る責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画

社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他

のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及

び実施する責務を有する。 

 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆ

る分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の

形成に寄与するように努めなければならない。 

 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他

の措置を講じなければならない。 

 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の

状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成

の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国

会に提出しなければならない。 

 

第二章 男女共同参画社会の形成の 

促進に関する基本的施策 

 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画

社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参

画基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定める

ものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必

要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女

共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければ

ならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったと

きは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなければな

らない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準

用する。 

 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当

該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女

共同参画計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定

めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参

画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以

下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努め

なければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市

町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成

に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに

当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければなら

ない。 

 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本

理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じな

ければならない。 

 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及

ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な

措置及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社

会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合に

おける被害者の救済を図るために必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社

会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研

究を推進するように努めるものとする。 

 

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下

に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換その

他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円

滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるもの

とする。 
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（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同参画

社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の

提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

 

第三章 男女共同参画会議 

 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」とい

う。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定す

る事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣

の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基

本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議するこ

と。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると

認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見

を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同参

画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認める

ときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べ

ること。 

 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織

する。 

 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

 

 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣

が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者の

うちから、内閣総理大臣が任命する者 

 

 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十

分の五未満であってはならない。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の

数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であっては

ならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。

ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。 

 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があ

ると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調査

に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他

必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると

認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要

な協力を依頼することができる。 

 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員

その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

附 則 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

  （以下略）  
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２ 配偶者からの暴⼒の防⽌及び被害者の保護等に関する法律 

 

 

（平成１３年４月１３日 法律第３１号） 

最終改正：令和４年６月１７日 法律第６８号 

 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等（第二条の

二・第二条の三） 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第五条） 

第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二） 

第四章 保護命令（第十条―第二十二条） 

第五章 雑則（第二十三条―第二十八条） 

第五章の二 補則（第二十八条の二） 

第六章 罰則（第二十九条・第三十条） 

附則 

 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等

がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が行

われている。 

 ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重

大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも

十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者

は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対

して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平

等の実現の妨げとなっている。 

 このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図

るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するた

めの施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対す

る暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿

うものである。 

 ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援

等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者か

らの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であって生

命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれ

に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第

二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。）

をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、そ

の者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあって

は、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する

暴力等を含むものとする。 

 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受け

た者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」には、

婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に

あった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含む

ものとする。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止する

とともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な

保護を図る責務を有する。 

 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚

生労働大臣（以下この条及び次条第五項において「主務大臣」

という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策に関する基本的な方針（以下この条並びに次条第

一項及び第三項において「基本方針」という。）を定めなけれ

ばならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項

の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計画の指

針となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本

的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策

の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとする

ときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければなら

ない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県に

おける配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都

道府県基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるも

のとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本

的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策

の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策の実施に関する重要事項 

 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、か
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つ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施

に関する基本的な計画（以下この条において「市町村基本計

画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本

計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計

画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言その他の

援助を行うよう努めなければならない。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その

他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支

援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当

該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果

たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること

又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理

学的な指導その他の必要な指導を行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被

害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第五条、第八条

の三及び第九条において同じ。）の緊急時における安全の

確保及び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の

促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、

情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を

行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の

提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の

提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこ

と。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚

生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものとす

る。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっ

ては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護を図るための活動を行う民間の団体と 

の連携に努めるものとする。 

 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行

うことができる。 

 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を

行うことができる。 

 

第三章 被害者の保護 

 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者から

の身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。）を受

けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援セ

ンター又は警察官に通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶

者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められ

る者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センタ

ー又は警察官に通報することができる。この場合において、そ

の者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定そ

の他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定により

通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶

者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められ

る者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援

センター等の利用について、その有する情報を提供するよう

努めなければならない。 

 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報

又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、第三

条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う

業務の内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保

護を受けることを勧奨するものとする。 

 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われて

いると認めるときは、警察法（昭和二十九年法律第百六十二

号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）そ

の他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保

護その他の配偶者から暴力による被害の発生を防止するた

めに必要な措置を 

講ずるよう努めなければならない。 

 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部

の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長。

第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者か

らの暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による被害

を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その

申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けて

いる者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、

当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者か

らの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を

行うものとする。 

 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定
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める福祉に関する事務所（次条において「福祉事務所」とい

う。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児

童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）、母子及び父子

並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その他

の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するため

に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事

務所、児童相談所その他の都道府県又は市町村の関係機関

その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、そ

の適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力

するよう努めるものとする。 

 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の

職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたときは、

適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

 

第四章 保護命令 

 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に

対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告

知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた

者に限る。以下この章において同じ。）が、配偶者からの身体

に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの

更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を

受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消され

た場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受け

る身体に対する暴力。第十二条第一項第二号において 

同じ。）により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者

である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力

（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が

離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当

該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。

同号において同じ。）により、その生命又は身体に重大な危害

を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立て

により、その生命又は身体に危害が加えられることを防止す

るため、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生

命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はそ

の婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった

者。以下この条、同項第三号及び第四号並びに第十八条第一

項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるも

のとする。ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての

時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする

場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住

居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。

以下この号において同じ。）その他の場所において被害者

の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他そ

の通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共

に生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住

居の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定によ

る命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立て

により、その生命又は身体に危害が加えられることを防止す

るため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同

号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を

経過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいず

れの行為もしてはならないことを命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又

はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を

除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送

信し、若しくは電子メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時ま

での間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、

又は電子メールを送信すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催

させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に

置くこと。 

八 その性的羞しゆう恥心を害する事項を告げ、若しく 

はその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する

文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態

に置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に

達しない子（以下この項及び次項並びに第十二条第一項第三

号において単に「子」という。）と同居しているときであって、

配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行ってい

ることその他の事情があることから被害者がその同居してい

る子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを

防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規

定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の

申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを

防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以

後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六

月を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶者と共に

生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同

じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につ

きまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常

所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる

ものとする。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、その

同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親

族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者

（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除

く。以下この項及び次項並びに第十二条第一項第四号におい

て「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱

暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害

者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくさ

れることを防止するため必要があると認めるときは、第一項
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第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所

は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加え

られることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力

が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日か

ら起算して六月を経過する日までの間、当該親族等の住居

（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下

この項において同じ。）その他の場所において当該親族等の

身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他そ

の通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを

命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を

除く。以下この項において同じ。）の同意（当該親族等が十五

歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法

定代理人の同意）がある場合に限り、することができる。 

 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る 

事件は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき又は住所

が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管

轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げ

る地を管轄する地方裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生

命等に対する脅迫が行われた地 

 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令（以

下「保護命令」という。）の申立ては、次に掲げる事項を記載し

た書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫

を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの

生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受ける身体

に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受ける

おそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあ

っては、被害者が当該同居している子に関して配偶者と面

会することを余儀なくされることを防止するため当該命令

を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における

事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあ

っては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面会するこ

とを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する

必要があると認めるに足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、

前各号に掲げる事項について相談し、又は援助若しくは保

護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲

げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の

所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニ

までに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、同項

第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供

述を記載した書面で公証人法（明治四十一年法律第五十三

号）第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなけ

ればならない。 

 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件につ 

いては、速やかに裁判をするものとする。 

 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことが

できる審尋の期日を経なければ、これを発することができな

い。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての

目的を達することができない事情があるときは、この限りで

ない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項

の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援

センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は

援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られ

た措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。こ

の場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該

所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴

力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立人から相

談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対

し、同項の規定により書面の提出を求めた事項に関して更に

説明を求めることができる。 

 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さ

なければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をする

場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出

頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡しによって、

その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨

及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する警視総監

又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談

支援センターの職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を

求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条

第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、

裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内

容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援

センター（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支

援センターが二以上ある場合にあっては、申立人がその職員

に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅

い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 
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（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時

抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさ 

ない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因

となることが明らかな事情があることにつき疎明があったと

きに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての

裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命

ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原

裁判所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の

効力の停止を命ずる場合において、同条第二項から第四項ま

での規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当

該命令の効力の停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てるこ

とができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取

り消す場合において、同条第二項から第四項までの規定によ

る命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令を

も取り消さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令につい

て、第三項若しくは第四項の規定によりその効力の停止を命

じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所

書記官は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知をした

配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告

裁判所が保護命令を取り消した場合について準用する。 

 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立て

をした者の申立てがあった場合には、当該保護命令を取り消

さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第

四項までの規定による命令にあっては同号の規定による命

令が効力を生じた日から起算して三月を経過した後において、

同条第一項第二号の規定による命令にあっては当該命令が

効力を生じた日から起算して二週間を経過した後において、

これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの

命令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、

同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命

令を発した裁判所が前項の規定により当該命令を取り消す

場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合に

ついて準用する。 

 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられ

た後に当該発せられた命令の申立ての理由となった身体に

対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由と

する同号の規定による命令の再度の申立てがあったときは、

裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居

しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由

により当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算して二

月を経過する日までに当該住居からの転居を完了することが

できないことその他の同号の規定による命令を再度発する必

要があると認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発

するものとする。ただし、当該命令を発することにより当該配

偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該

命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用に

ついては、同条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事

項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並

びに第十八条第一項本文の事情」と、同項第五号中「前各号

に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項

並びに第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中「同項

第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第一

号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事

情」とする。 

 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所

書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄

本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交

付を請求することができる。ただし、相手方にあっては、保護

命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審

尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達

があるまでの間は、この限りでない。 

 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区

域内に公証人がいない場合又は公証人がその職務を行うこ

とができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地

方法務局又はその支局に勤務する法務事務官に第十二条第

二項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合

を含む。）の認証を行わせることができる。 

 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命

令に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、民事

訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用する。 

 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する

手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 

 

第五章 雑則 

 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁

判等に職務上関係のある者（次項において「職務関係者」とい

う。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その

置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等

を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及び

秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、
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配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるために必

要な研修及び啓発を行うものとする。 

 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防

止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努め

るものとする。 

 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のための指

導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等

に関する調査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の

養成及び資質の向上に努めるものとする。 

 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に

対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなけ

ればならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦

人相談所の運営に要する費用（次号に掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う

一時保護（同条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基

準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相

談員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社

会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を

含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員

が行う業務に要する費用を支弁しなければならない。 

 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前

条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び

第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するも

のとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十

分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、

同項第三号及び第四号に掲げるもの 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

 

第五章の二 補則 

 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定

は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共同生活

に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係に

ある相手からの暴力（当該関係にある相手からの身体に対す

る暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対する暴

力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあっ

ては、当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する

暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者について準用する。

この場合において、これらの規定中「配偶者からの暴力」とあ

るのは「第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴

力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読

み替えるものとする。 

第二条 被害者 被害者（第二十

八 条 の 二 に 規

定する関係にあ

る相手からの暴

力 を 受 け た 者

をいう。以下同

じ。） 

第六条第一項 配 偶 者 又 は

配 偶 者 で あ

った者 

同 条 に 規 定 す

る関係にある相

手 又 は 同 条 に

規 定 す る 関 係

にある相手であ

った者 

 
 

第十条第一項から

第四項まで、第十

一 条 第 二 項 第 二

号、第十二条第一

項第一号から第四

号まで及び第十八

条第一項 

配偶者 第 二 十 八 条 の

二 に 規 定 す る

関 係 に あ る 相

手 

第十条第一項 離婚をし、又

は そ の 婚 姻

が 取 り 消 さ

れた場合 

第 二 十 八 条 の

二 に 規 定 す る

関係を解消した

場合 

 

第六章 罰則 

 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用する第十

条第一項から第四項までの規定によるものを含む。次条にお

いて同じ。）に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以

下の罰金に処する。 

 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）又は第二十八条の二において

読み替えて準用する第十二条第一項（第二十八条の二におい

て準用する第十八条第二項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽

の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、十

万円以下の過料に処する。 

 

附 則 （省略）  
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３ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

 

 

（平成２７年９月４日 法律第６４号） 

最終改正：令和４年６月１７日 法律第６８号 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 基本方針等（第五条・第六条） 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 

第二節 一般事業主行動計画等（第八条―第十八条） 

第三節 特定事業主行動計画（第十九条） 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表（第二十条・第

二十一条） 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援

措置（第二十二条―第二十九条） 

第五章 雑則（第三十条―第三十三条） 

第六章 罰則（第三十四条―第三十九条） 

附則 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営

み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮し

て職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活に

おける活躍」という。）が一層重要となっていることに鑑み、

男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八号）の基

本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進につ

いて、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事

業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の

行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するた

めの支援措置等について定めることにより、女性の職業生活

における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権

が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の

多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活

力ある社会を実現することを目的とする。 

 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活にお

ける活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思に

よって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、

教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活

に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性

別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行

が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮し

て、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを 

旨として、行われなければならない。 

 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女

性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関する

事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭

生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を

構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支

援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動につい

て家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活にお

ける活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職

業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となる

ことを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の

職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重され

るべきものであることに留意されなければならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生

活における活躍の推進についての基本原則（次条及び第五条

第一項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業

生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及び

これを実施しなければならない。 

 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用

しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の積

極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両

立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるととも

に、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における

活躍の推進に関する施策に協力しなければならない。 

 

第二章 基本方針等 

 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施する

ため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針

（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方

向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関す

る次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措

置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境

の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施

策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活

躍を推進するために必要な事項 
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３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求

めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったと

きは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区

域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する

施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計

画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められている

ときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案して、当該

市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推

進に関する施策についての計画（次項において「市町村推進

計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進

計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。 

 

第三章 事業主行動計画等 

 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主

が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合

的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即し

て、次条第一項に規定する一般事業主行動計画及び第十九

条第一項に規定する特定事業主行動計画（次項において「事

業主行動計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下「事

業主行動計画策定指針」という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につ

き、事業主行動計画の指針となるべきものを定めるものとす

る。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容

に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業 

主行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

 

第二節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」

という。）であって、常時雇用する労働者の数が百人を超える

ものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動

計画（一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定め、

厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出

なければならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定める

ものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施

により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定

め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女

の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある

労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業におけ

る女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性

の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情

について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなけ

ればならない。この場合において、前項第二号の目標につい

ては、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継

続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にあ

る労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて

定量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定

め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、

これを労働者に周知させるための措置を講じなければならな

い。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定

め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、

これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基

づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に定めら

れた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下

のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行

動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労

働大臣に届け出るよう努めなければならない。これを変更し

たときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主

行動計画を定め、又は変更しようとする場合について、第四

項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一

般事業主行動計画を定め、又は変更した場合について、それ

ぞれ準用する。 

 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定によ

る届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令

で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施

の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定

める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事業

主」という。）は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は

役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚

生労働省令で定めるもの（次項及び第十四条第一項において

「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める表示を付するこ



 
参考資料 

63 

とができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項

の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 

 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のい

ずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消すことができ

る。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基

づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主につ

いて、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関

し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく取組

を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成

したこと、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の

確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号）第十三

条の二に規定する業務を担当する者及び育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平

成三年法律第七十六号）第二十九条に規定する業務を担当

する者を選任していること、当該女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであ

ることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するもので

ある旨の認定を行うこと 

ができる。 

 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例 

認定一般事業主」という。）については、第八条第一項及び第

七項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところによ

り、毎年少なくとも一回、女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。 

 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の

定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。 

 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号

のいずれかに該当するときは、第十二条の認定を取り消すこ

とができる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めると

き。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公

表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づ

く命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。 

 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主

（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以

下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当

該承認中小事業主団体をして女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行

わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当

該募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和二十二

年法律第百四十一号）第三十六条第一項及び第三項の規定

は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業

協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立

された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定め

るもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構

成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当するもの

に限る。）のうち、その構成員である中小事業主に対して女性

の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するた

めの人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、そ

の申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適 

切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の

承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基

準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消

すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しよ

うとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時

期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項

で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なけ

ればならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による

届出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第

四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九

条、第四十一条第二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、

第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十

一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に

従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定によ

る届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供

与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの

項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合

について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十

七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十六条

第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようと

する者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の

業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替え

るものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定

の適用については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあ

るのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させよう

とする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第

四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」とある
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のは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平

成二十七年法律第六十四号）第十六条第四項の規定による

届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とある

のは「次項に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相

談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。 

 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出を

して労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、

雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、

これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導するこ

とにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとす

る。 

 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定に 

より一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主又

はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般

事業主行動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又は一

般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように

相談その他の援助の実施に努めるものとする。 

 

 

第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれら

の職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」という。）は、

政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即し

て、特定事業主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。

以下この条において同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定める

ものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施

により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しよ

うとするときは、内閣府令で定めるところにより、採用した職

員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤

務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の

割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活に

おける活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における

活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、

その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合

において、前項第二号の目標については、採用する職員に占

める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の

割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の

割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更した

ときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じ

なければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更した

ときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画

に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施す

るとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成す

るよう努めなければならない。 

 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主（常時雇用する

労働者の数が三百人を超えるものに限る。）は、厚生労働省

令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする

女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業

生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表

しなければならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職

業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資

する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第一項に規定する一般事業主（前項に規定する一般

事業主を除く。）は、厚生労働省令で定めるところにより、職

業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよ

う、その事業における女性の職業生活における活躍に関する

前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的

に公表しなければならない。 

３ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定

めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の

職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活に

おける活躍に関する第一項各号に掲げる情報の少なくともい

ずれか一方を定期的に公表するよう努めなければならない。 

 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、

職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資する

よう、その事務及び事業における女性の職業生活における活

躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならな

い。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活

に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資す

る勤務環境の整備に関する実績 

 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援

措置 

 

（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するた

め、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その他の必

要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進する

ため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は営もうと

する女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関

係機関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要な措
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置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、

その事務を適切に実施することができるものとして内閣府令

で定める基準に適合する者に委託する 

ことができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事

務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して

知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関す

る地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措

置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資す

るため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その他の特別

の法律によって設立された法人であって政令で定めるものを

いう。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に

留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般事業主その他の

女性の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良

な一般事業主（次項において「認定一般事業主等」という。）

の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するものと

する。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の

受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するように努

めるものとする。 

 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における

活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、その

協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組に資するよう、国内外における女性の職業生活におけ

る活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び

提供を行うものとする。 

 

（協議会） 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生

活における活躍の推進に関する事務及び事業を行う国及び

地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」とい

う。）は、第二十二条第一項の規定により国が講ずる措置及

び同条第二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係

る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用

な情報を活用することにより、当該区域において女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に

実施されるようにするため、関係機関により構成される協議

会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内

において第二十二条第三項の規定による事務の委託がされ

ている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員とし

て加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、

協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項にお

いて「関係機関等」という。）が相互の連絡を図ることにより、

女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、

関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応

じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組につ

いて協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府

令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 

 

（秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に

従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して

知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運

営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第五章 雑則 

 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要がある

と認めるときは、第八条第一項に規定する一般事業主又は認

定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第七

項に規定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、

指導若しくは勧告をすることができる。 

 

（公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項若しくは第二項

の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした第八条

第一項に規定する一般事業主又は第二十条第三項に規定す

る情報に関し虚偽の公表をした認定一般事業主若しくは特例

認定一般事業主である第八条第七項に規定する一般事業主

に対し、前条の規定による勧告をした場合において、当該勧

告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表す

ることができる。 

 

（権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、

第十六条、第三十条及び前条に規定する厚生労働大臣の権

限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道

府県労働局長に委任することができる。 

 

（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施の
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ため必要な事項は、政令で定める。 

 

第六章 罰則 

 

第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安定法第

四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、

労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円

以下の罰金に処する。 

 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の

懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者 

 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の

懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の

募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七

条第二項の規定による指示に従わなかった者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九

条又は第四十条の規定に違反した者 

 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以

下の罰金に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において準用する場合を

含む。）の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条

第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条

第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若し

くは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の

陳述をした者 

四 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一

条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者 

 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用

人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十

四条、第三十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者

を罰するほか、その法人又は人に対し 

ても、各本条の罰金刑を科する。 

 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報

告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

 

附 則 （省略）  
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４ 神埼市男女共同参画審議会設置要綱 

平成２０年４月１日 
要綱第３９号 

 
（設置） 
第 1条 男女共同参画社会の推進に関し、広く市民の意見、要望等を反映させ総合的な施
策の推進を図るため、神埼市男女共同参画審議会（以下｢審議会｣という。）を設置する。 
 （所掌事務） 
第 2条 審議会は、前条の目的を達成するために、次の事務を行う。 
（１）男女共同参画社会の推進に関する事項について、情報及び意見の交換を行うこと。 
（２）男女共同参画計画策定等に関し提言すること。 
（３）その他目的達成に関すること。 
 （組織） 
第 3条 審議会は、委員１５名以内で組織する。 
２ 委員は、市民、関係団体の代表者及び識見者のうちから市長が委嘱する。 
 （任期） 
第４条 委員の任期は、２年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期 
 間とする。 
２ 委員の任期はこれを妨げない。 
 （役員） 
第５条 審議会に次の役員を置く。 
（１）会長   １人 
（２）副会長  １人 
２ 役員は、委員の互選によりこれを定める。 
 （役員の職務） 
第６条 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 
 （会議） 
第７条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。 
２ 会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ開くことができない。 
3 審議会は、必要に応じ委員以外の関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。 
 （アドバイザー） 
第８条 審議会は、必要に応じアドバイザーを置くことができる。 
 （庶務） 
第９条 審議会の事務は、総務企画部総務課で処理する。 
 （委任） 
第１０条 この要綱に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。   
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   附 則 
 この要綱は平成２０年４月１日から施行する。 
   附 則（平成２０年要綱第６１号） 
  （施行期日） 
 この要綱は平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は平成２６年６月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は平成３１年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は令和３年３月１日から施行する。 
 

  



 
参考資料 

 

69 
 

５ 神埼市男女共同参画審議会委員名簿 （任期：令和６年〜） 

 氏名 所属 役職 

1 本庄
ほんじょう

 敏
と し

幸
ゆ き

 神埼市区⻑会  

2 大串
お お ぐ し

 文子
ふ み こ

 神埼市消防団女性隊 班⻑ 

3 藤原
ふ じ は ら

 一美
か ず み

 神埼市商工会女性部 監査・理事 

4 平
たいら

 礼子
れ い こ

 ＪＡさが神埼地区女性部 部⻑ 

5 石川
イシカワ

 雅
マサ

英
ヒデ

 神埼市ＰＴＡ連絡協議会 会⻑ 

6 平山
ひ ら や ま

 忠直
た だ な お

 神埼市小学校校⻑会 会⻑ 

7 原口
は ら ぐ ち

 克
かつみ

 神埼市中学校校⻑会 会⻑ 

8 佐藤
さ と う

 早世子
さ よ こ

 神埼市⺠生委員児童委員会 監事 

9 廣瀧
ひ ろ た き

 喬
た か

子
こ

 神埼市男女共同参画推進ネットワーク 副会⻑ 

10 吉井
よ し い

 久子
ひ さ こ

 神埼市男女共同参画推進ネットワーク 副会⻑ 

11 江口
え ぐ ち

 敦子
あ つ こ

 神埼地区人権擁護委員  

12 佐藤
さ と う

 悦子
え つ こ

 千代田地区人権擁護委員 
神埼市男女共同参画推進ネットワーク 会⻑ 

13 森﨑
も り さ き

 ひずる 脊振地区人権擁護委員  

 

【アドバイザー】    

 西九州大学 健康福祉学部 社会福祉学科長 安德弥生 教授  
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６ 用語解説 

 用 語 解 説 
あ 育児・介護休業法 

（育児休業、介護休業等育児又
は家族介護を行う労働者の福
祉に関する法律） 

育児や家族介護を行う労働者の仕事と家庭の両立支援
のために定められた法律。 

ＳＤＧｓ 
（持続可能な開発目標） 
 

２０１５年の国連サミットで加盟国の全会一致で採択
された「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」に
記載された２０３０年までに持続可能でよりよい世界を
目指す国際目標。１７のゴール・１６９のターゲットから
構成され、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓って
いる。 

ＳＮＳ Social・Networking・Service（ソーシャル・ネットワ
ーキング・サービス）の略で、社会的な（ソーシャル）繋
がり（ネットワーキング）を提供するサービス。 

インターネットを介して人間関係を構築できるスマー
トフォンやパソコン用の Web サービスのことで、特に情
報の発信・共有・拡散といった機能が特徴。 

Ｍ字カーブ 日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したと
き、３０歳代を谷とし、２０歳代後半と４０歳代後半が山
になるアルファベットのＭのような形になることをい
う。この背景には、結婚や出産を機に労働市場から退出
し、子育てが一段落すると再び労働市場に参入する女性
が多いということが考えられる。 

ＬＧＢＴＱ レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、
バイセクシュアル（両性愛者）、トランスジェンダー（こ
ころの性とからだの性の不一致）、クエスチョニング（性
的指向・性自認が定まっていない）の頭文字をとったもの
であり、セクシュアル・マイノリティ（性的少数者）の総
称の１つとして用いられている。 

エンパワーメント 力をつけること。また、自ら主体的に行動することによ
って状況を変えていこうとする考え方のこと。 

か 家族経営協定 家族農業経営にたずさわる各世帯員が、家族間の十分
な話し合いに基づき、経営方針や役割分担、世帯員全員が
働きやすい就業環境等について取り決める協定。 

固定的性別役割分担意識 男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決め
ることが適当であるにも関わらず、「男は仕事・女は家
庭」等のように、男性、女性という性別を理由として、役
割を固定的に分ける考え方。 
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 用 語 解 説 

さ 仕事と生活の調和 
（ワーク・ライフ・バランス） 

一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕
事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにお
いても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じ
て多様な生き方が選択・実現できること。 

ジェンダー 「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には
生まれついての生物学的性別がある。一方、社会通念や慣
習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」「女
性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的・文
化的に形成された性別：ジェンダー」という。 

女性活躍推進法 
（女性の職業生活における 

活躍の推進に関する法律） 

女性の職業生活における活躍を推進し実現するため、
採用や昇進等への積極的登用、仕事と家庭生活の両立の
ための環境整備などの基本原則を定め、働く場面で活躍
したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能
力を十分に発揮できる社会を目指す法律。 

女性相談員 女性相談員並びに⺟子・父子自立支援員の職務であり、
権利擁護・啓発、ひとり親家庭への自立支援、ＤＶ等被害
女性への支援など女性の生きづらさへの総合支援活動を
役割としている。 

政治分野における男女共同参
画の推進に関する法律 

衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候
補者の数ができる限り均等となることを目指すことなど
を基本原則とし、国・地方公共団体の責務や、政党等が所
属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標
を定める等、自主的に取り組むよう努めることを定める。 

さ 
 

性的マイノリティ 身体や染色体において男女両方の特徴を併せ持つなど
中間的な性別の人、身体上の性別と心の性別が異なる性
別違和の人、恋愛感情や性的意識が同性や両性に向かう
人などをいう。性的少数者、セクシュアル・マイノリティ
ともいう。 

セクシュアル・ハラスメント 継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に、相
手の意思に反して行われる性的な言動。 

た 
 

男女共同参画社会 男女が性別にかかわりなく、社会の対等な構成員とし
て、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活
動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治
的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することがで
き、かつ、共に責任を担うべき社会のこと。 
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 用 語 解 説 

た 男女共同参画社会基本法 「男女共同参画社会の実現を２１世紀の我が国社会を
決定する最重要課題」と位置づけ、国の政策に関する基本
方針を明らかにするとともに、基本理念や国・地方公共団
体・国⺠の責務、施策の基本となる事項などを定めている
法律。 

男女雇用機会均等法 
（雇用の分野における男女の
均等な機会及び待遇の確保等
に関する法律） 

職場において、男女に平等に機会が与えられ、待遇が確
保されることを目指す法律。昭和 60 年（1985 年）に制
定されたが、その後改正され、平成 11 年（1999 年）4 月
1 日に改正男女雇用機会均等法が施行された。 

男女差別の禁止がよりはっきり打ち出され、事業主に
改善を求める制度が強化された一方、深夜業の原則解禁、
女性のみ募集の禁止などが盛り込まれた。 

デートＤＶ  交際相手等親しい関係にあるカップル間で起こる暴
力。 

ＤＶ防止法 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法
律」（通称：DV 防止法、配偶者暴力防止法）で平成 14
（2002）年 4 月 1 日から全面施行された。配偶者からの
暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備す
ることで、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を
図っている。 

ドメスティック・バイオレン
ス 
（ＤＶ） 

配偶者や恋人など、親しい関係にある人からの暴力。な
ぐる、けるなどの身体的な暴力だけでなく、言葉で傷つけ
たり無視したりする心理的暴力や、生活費を渡さないな
どの経済的暴力、行動を監視したりする社会的暴力、望ま
ない性行為を強要するなどの性的暴力などの形がある。 

は ハラスメント 相手に対して行われる「嫌がらせ」のこと。地位や権力
などを背景に相手に嫌がらせを行うパワー・ハラスメン
トや、男女問わず性的な嫌がらせを行うセクシャル・ハラ
スメント、研究教育の場における権力を利用したアカデ
ミック・ハラスメント、妊娠・出産・育児を機会に職場に
おいて、精神的・肉体的な嫌がらせや給料の減給、不当解
雇、雇い止め、内定取り消しなどの扱いをするマタニテ
ィ・ハラスメントなど、様々な種類のハラスメントがあ
る。 

ら リプロダクティブヘルス/ライツ 性と生殖に関する健康/権利。女性が身体的・精神的・
社会的な健康を維持し、子どもを産むかどうか、いつ産む
か、どれくらいの間隔で産むかなどについて選択し、自ら
決定する権利のこと。 
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７ 相談機関一覧 

○市の相談窓口 

相談先 連絡先・相談内容・相談場所など 

神埼市役所 総務課 TEL：0952-37-0088 

神埼市役所 こども家庭課 TEL：0952-37-3873 

神埼市福祉事務所 
（神埼市役所 福祉課内） 

TEL：0952-37-0110 

○行政・人権相談 

連絡先・相談内容・相談場所など 

市役所 本庁舎 原則、第３月曜日 13 時〜16 時 

TEL：0952-37-0088 千代田交流センター 原則、第 2 水曜日 13 時〜16 時 

脊振交流センター 原則、第 2 金曜日 9 時〜12 時 

○配偶者暴力相談支援センター 

相談先 連絡先・相談内容・相談場所など 

佐賀県女性相談支援センター 
TEL：0952-28-1616 ※土・日・祝・年末年始を除く 
月〜金／9：00〜16：30 
相談内容：女性に関する様々な悩み 

アバンセ 女性のための総合相談 

TEL：0952-26-0018 
⽕〜土／9：00〜21：00 日・祝日／9：00〜16：30 
相談内容：女性の様々な悩み 
◇ 法律相談：第１土、第３木 13：00〜16：00（予約制） 
◇ こころの相談：第１木、第３土 14：00〜16：00 

（予約制） 

男性総合相談 

TEL080-6426-3867 
【電話】原則、毎週水（祝日除く）／19：00〜21：00  
【面談】原則、毎月第 4 土／14：00〜16：00（要予約） 

相談内容：男性の様々な悩み 
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○警察 

連絡先・相談内容・相談場所など 

緊急時は 110 番または最寄りの警察（神埼警察署 TEL：0952-52-2114） 
警察相談室（警察総合相談窓口）24 時間対応 
#9110 または TEL：0952-26-9110 

○法務局 

相談先 連絡先・相談内容・相談場所など 

女性の人権ホットライン TEL：0570-070-810 

こどもの人権 TEL：0120-007-110 

みんなの人権 110 番 TEL：0570-003-110 

○特定非営利法人 被害者支援ネットワーク佐賀 VOISS（ボイス） 

連絡先・相談内容・相談場所など 

TEL：0952-33-2110 月〜金／10：00〜17：00 
メール相談：voiss@f3.dion.ne.jp 

○その他 

相談先 連絡先・相談内容・相談場所など 

佐賀県中部保健福祉事務所 
（レディース健康相談・DV 等女性相談） TEL：0952-30-2183 

佐賀県弁護士会 
（弁護士クイック・ナイター相談） 

TEL：0952-24-3411 
毎週土／13：00〜15：30  
毎週⽕／17:30〜19:30（10 分程度） 

佐賀県ひとり親家庭サポートセンター TEL：0570-078-361 
0952-97-9767（IP） 

法テラス佐賀 TEL：050-3383-5510 

佐賀労働基準監督署 TEL：0952-32-7133 
月〜金／8：30〜17：15 
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７ 計画策定経緯 

年月日 内 容 

令和６年８月 23 日 
第１回神埼市男女共同参画審議会 
（１）基本計画等策定業務の今後の方針・スケジュールについて 
（２）市⺠意識調査（アンケート）について 

令和６年９月６日 
〜９月 30 日 

「男女共同参画社会の実現に向けた市⺠意識調査」実施 

令和６年 11 月 25 日 

第２回神埼市男女共同参画審議会 
（１）男女共同参画市⺠意識調査（アンケート）の報告 
（２）第４次神埼市男女共同参画基本計画・DV 被害者支援計画・女性

の活躍推進計画（案） 
（３）今後の方針・スケジュール 

令和７年２月 12 日 

第３回神埼市男女共同参画審議会 
（１）第４次神埼市男女共同参画基本計画・ＤＶ被害者支援計画・女

性の活躍推進計画（案）について 
（２）パブリックコメントについて 
（３）神埼市男女共同参画計画策定スケジュールについて 

令和７年２月 パブリックコメント 

令和７年３月 14 日 第４回神埼市男女共同参画審議会 

令和７年３月 提言 
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